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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
額
（
川
添
）

九
州
中
世
の
歴
史
を
研
究
す
る
場
合
、

い
か
な
る
分
野
を
研
究
す
る
に
せ
よ
、
少
弐
・
大
友
•
島
津
の
三
守
護
家
に
つ
い
て
、
十
分
な

考
慮
を
払
わ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
大
友
氏
に
つ
い
て
は
大
友
文
壽
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
文
書
も
あ
り
、
更
に
は
田
北
学
氏
の

努
力
に
よ
る
蝙
年
の
『
増
補
訂
正
綱
年
大
友
史
料
』
が
ほ
ほ
備
わ
っ
て
お
り
、
『
大
分
県
史
料
』
も
刊
行
さ
れ
て
大
友
氏
研
究
は
極
め
て

便
利
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
諸
先
学
の
秀
れ
た
研
究
は
踵
を
つ
い
で
い
る
。
島
津
氏
に
つ
い
て
も
、
早
く
大
日
本
古
文
書
に
『
島
津
家

文
書
』
二
巻
が
収
め
ら
れ
、
九
州
史
料
叢
書
の
一
っ
と
し
て
『
薩
藩
旧
記
』
が
続
刊
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
鹿
児
島
県
史
料
集
に
は
島
津
氏

の
一
族
山
田
氏
の
『
薩
摩
国
山
田
文
害
』
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
島
津
氏
研
究
に
は
多
大
の
便
益
を
与
え
て
い
る
。
公
刊
お
よ
び
未
公
刊

を
含
め
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
存
在
す
る
と
い
う
事
が
大
き
な
推
進
力
に
な
っ
て
、
島
津
氏
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
分
野
に
関
す
る
秀
れ
た

研
究
は
数
多
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
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を
等
閑
に
附
す
る
理
由
を
見
出
し
得
な
く
な
っ
た
と
い
つ
て
よ
い
。

て
い
る
の
を
み
る
位
で
あ
る
。

外
専
論
も
な
く
、
殆
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

「関

資
頼
の
歿
年
に
関

少
弐
・
大
友
・
烏
淫
三
氏
に
対
す
る
研
究
の
必
娑
性
は
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
、
大
友
•
島
津
両
氏
に
関
す
る
研
究
は
愈
々
精
密
化
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
弐
氏
の
研
究
は
、
鎮
西
奉
行
の
問
題
と
鎌
倉
時
代
の
守
護
職
、
お
よ
び
蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
関
説
さ
れ
た
以

式
谷
水
城
、
筑
紫
史
談
第
-
‘

従
来
の
郷
士
史
家
に
よ
る
研
究
も
、
「
少
弐
の
五
資
と
其
の
墳
墓
」
に
関
す
る
研
究
や
了
八
焦
、
大
正
五
年
二
月

す
る
考
証
（
認

□贔
閂
〗
疇
麟
疇
真
＋
）
、
少
弐
氏
同
族
会
の
要
請
に
な
る
初
先
顕
彰
（
ニ
履
〗
ハ
〗
麟
環
＝
二
戸
密
）
か
試
み
ら
れ
て
い
る
程
度
で

あ
り
、
非
常
時
局
認
識
か
ら
す
る
、
元
寇
時
に
お
け
る
少
弐
氏
の
勲
功
顕
彰
が
昭
和
十
年
代
若
十
の
ペ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ

こ
の
よ
う
な
少
式
氏
研
究
の
手
薄
さ
の
最
大
理
由
は
、
何
と
い
つ
て
も
少
弐
氏
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
全
く
な
か
っ
た
事
に
あ

る
。
然
し
、
竹
内
狸
三
先
生
の
絹
集
に
な
る
『
大
宰
府
史
料
』
の
刊
行
は
、
少
弐
氏
関
係
の
史
料
を
も
概
ね
綱
羅
し
、
最
早
少
弐
氏
研
究

勿
論
、
少
弐
氏
関
係
残
存
史
料
の
性
質
は
、
大
友
•
島
津
の
よ
う
な
家
伝
来
の
一
貫
し
た
文
書
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
残
仔
」

係
」
史
料
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
棚
ね
印
行
さ
れ
た
と
は
い
え
、
研
究
方
法
上
、
前
二
氏
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
大
き
な
制
約
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
約
は
筆
者
の
無
能
力
を
ま
す
ま
す
救
い
難
い
も
の
に
す
る
の
は
判
り
切
っ
て
い
る
が
、
少
弐
氏
研
究
の
一
部
に
で
も
迫

り
得
れ
ば
、
九
州
中
世
史
研
究
に
一
素
材
を
加
え
得
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
、

四
世
紀
の
少
弐
氏
研
究
を
と
り
あ
げ
、

一
、
大
宰
府
守
護
所
の
問
題
、
一
一
、
錬
倉
・
南
北
朝
時
代
の
守
護
職
、
三
、
錬
倉
・
南
北
朝
時
代
の
所
領
、
の
三
側
面
か
ら
す
る
討
究
を

構
想
し
、
二
に
関
す
る
も
の
と
し
て
九
州
史
学
2
4
号
・

25
号
に
「
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
式
氏
の
守
護
代
に
つ
い
て
」
を
掲
載
し
た
。

本
稿
は
こ
の
小
文
と
一
辿
の
桐
別
作
業
で
あ
り
、
併
せ
て
諸
先
学
の
御
批
正
を
仰
苔
た
い
。

当
面
の
閻
題
と
し
て
本
稲
は
、
伝
統
的
な
守
設
体
制
の
地
盤
の
上
に
守
護
領
国
制
か
形
成
さ
れ
た
と
概
括
的
に
論
せ
ら
れ
て
、
ま
た
そ

の
具
体
的
検
討
を
経
て
い
な
い
少
式
氏
に
関
し
、
特
に
そ
の
所
領
1
1

経
済
的
基
盤
の
問
喫
』
を
と
り
あ
げ
て
若
丁
の
考
察
を
加
え
、
然
る
後
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

一
先
づ
十
三
、
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

う
、
い
く
ら
か
の
素
材
を
提
供
す
る
事
を
目
的
と
し
た
い
。
た
だ
先
に
の
べ
た
よ
う
な
詞
約
か
ら
、

(
l
'
 

終
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
。
少
弐
氏
は
武
陳
資
頼
の
鎮
四
奉
行
就
任
以
来
、
建
久
八
(
.
.
 JL
七
）
年
の
鎮
四
奉
行
か
ら
各
国

守
護
へ
の
分
化
と
い
う
鎌
含
盛
府
の
九
州
地
方
支
配
体
制
の
変
化
に
伴
な
っ
て
（
可
ロ
ニ
〗
[
:
麟
疇
”
〗
[
ニ
ニ

□量
臼
）
、
筑
前
・
豊
飢
・
肥

一
時
筑
後
を
兼
帯
し
、
壱
岐
・
対
馬
の
一
一
島
を
併
せ
る
地
位
を
も
ち
な
が
ら
、
北
条
氏

一
門
の
進
出
に
伴
な
っ
て
紹
局
筑
前
・
一
直
文
3

保
持
へ
と
守
護
国
は
減
少
し
、
幕
府
の
九
州
地
方
の
支
記
休
制
に
占
め
る
少
弐
氏
の
地
位

は
時
代
を
経
る
と
共
に
珪
減
し
て
い
っ
た
。

南
北
朝
内
凸
期
に
お
け
る
少
式
氏
の
守
護
識
補
任
に
つ
い
て
は
別
稿
で
辿
べ
た
通
り
戸
249.259.`
）、

対
応
に
守
護
職
を
打
し
て
い
た
。
筑
前
は
父
阻
以
来
の
伝
統
的
地
盤
を
有
す
る
国
で
あ
り
、
豊
前
は
一
時
守
護
職
を
有
し
て
い
た
所
で
、

北
条
氏
1

門
の
進
出
を
横
と
し
て
手
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
は
一
種
の
同
復
地
で
あ
る
。
肥
後
は
主
と
し
て
南
軍
攻
撃
の
戦

略
的
立
場
か
ら
す
る
新
捕
の
国
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
守
護
領
形
成
の
上
か
ら
は
後
述
の
よ
う
に
、
祖
圭
着
実
な
経
営
を
進
め
て
い

た
。
壱
岐
は
守
護
職
補
任
の
明
証
を
欠
く
が
、
対
馬
は
鎌
倉
以
米
の
守
護
体
制
を
基
盤
に
守
護
代
宗
氏
を
通
じ
て
一

IlJ
的
支
配
を
強
化
し

て
い
た
。
戦
囲
時
代
少
弐
氏
が
大
内
氏
と
の
抗
争
を
継
続
し
得
た
の
は
対
馬
を
背
景
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
 

少
弐
氏
の
面
領
・
所
職
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
は
、

鎌
含
・
南
北
朝
時
代
共
に
具
体
的
に
解
明
し
得
る
よ
う
な
史
料
に
は
恵
ま
れ
な

い
。
な
か
で
も
少
弐
氏
所
有
の
冴
鎖
・
所
職
の
仝
体
を
示
す
史
料
は
皆
無
に
近
く
、
武
壕
系
図
に
伝
う
る
、
武
膜
資
頓
が
宕
門
少
卿
原
日

種
直
跡
三
丁
七
白
附
を
拝
領
し
た
と
い
う
記
事
も
、
こ
れ
を
確
実
に
傍
証
す
る
史
料
は
な
い
。
録
倉
末
期
・
南
北
朝
初
朋
の
少
弐
氏
の
所

筑
紫
占
文
占
追
加
に
収
む
る
左
の
正
平
七
(
-
三
冗
二
）
年
の
少
弐
貞
経
の
本
領
注
文
が
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

（
貞
祥
）

大
宰
筑
後
左
近
将
監
人
道
宗
祥
申
亡
父
筑
後
入
追
妙
恵
本
領
注
文
事

領
の
全
体
を
推
知
で
き
る
も
の
と
し
て
ば

前
の
い
わ
ゆ
ろ
前
三
箇
団
守
護
職
に
補
任
さ
れ
、

大
友
・
局
津
両
氏
と
の
領
国
支
配
の
横
造
差
、

ひ
い
て
は
九
州
を
ひ
つ
く
る
め
て
、

筑
前
を
中
心
に

翌
前
・
肥
後

些
末
な
事
実
確
認
の
牽
引
的
作
業
に

畿
内
地
方
に
対
す
る
相
対
的
評
価
を
な
し
得
る
よ
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建
武
―
―
＿
年
一
一
月
五
日

譲
与 正

平
七
年
正
月
十
六
日

右
注
文
如
件

こ
の
注
進
者
宗
祥
は
貞
経
の
嫡
男
頼
尚
で
は
な
く
、
左
掲
筑
紫
古
文
書
の
次
郎
資
経
に
当
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
郎
資
経

葛
則
国
夜
須
西
郷
地
頭
職
、
同
国
安
岡
名
地
頭
職
、
遠
江
国
一
宮
太
田
郷
内
一
藤
名
地
頭
職

右
地
頭
職
等
者
、
所
譲
与
資
経
也
、
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件

（
貞
経
）

沙
弥
妙
恵
在
判

系
図
類
に
貞
経
の
次
郎
に
資
経
な
る
者
は
見
出
せ
ず
、

）
右
二
文
書
の
関
係
か
ら
し
ば
ら
く
宗
祥
を
資
経
の
法
名
と
し
て
お
き
た
い
。

続
群
盃
類
従
第
六
゜

（
輯
上
、
三
ニ
―
頁

右
の
本
領
注
文
は
貞
経
の
子
息
宗
祥
が
亡
父
貞
経
か
ら
譲
ら
れ
た
所
領
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
子
息
へ
の
譲

一
宮
庄

一
遠
江
国
対
馬
島

与
賀
庄

一
肥
前
国
夜
須
庄

遠
賀
庄 （
術
力
）

1

筑
前
国
守
護
職

千
栗

宗
像
西
郷

原
田
庄

武
薩
系
図
に
も
、

錬
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領

(JII
添）

「
資
絆
左
近
将
喘
呵
」
と
し
て
系
属
不
明
の
雷
き
方
で
あ
る
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

ー

1_-
L
1
 

, 1lll 
" 

与
分
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
必
ず
し
も
貞
経
の
所
領
の
全
貌
を
伝
え
る
も
の
て
は
あ
る
ま
い
。

名
を
挙
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
に
お
け
る
楕
益
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
も
明
確
で
な
い
。

鈷
倉
末
期
・
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
少
式
氏
本
宗
の
貞
経
の
所
領
に
つ
い
て
は
膨
要
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
南
北
朝
時
代
少

式
氏
本
宗
と
し
て
活
動
の
事
政
を
最
も
多
く
遮
す
貞
経
の
嫡
男
頼
尚
の
所
領
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

顔
尚
の
冴
領
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
括
褐
示
し
得
る
よ
う
な
羨
状
や
本
領
汗
文
の
た
ぐ
い
が
仝
く
皿
い
の
で
、
由
央
政
楕
の
分
裂
対

抗
乃
至
協
同
連
合
の
政
情
変
化
の
過
程
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
所
領
授
与
•
寄
進
等
の
閲
係
史
料
か
ら
、
朝
尚
の
跡
職
の
形
で
複
原
さ
れ

る
も
の
を
、
後
の
記
辻
の
便
に
供
す
る
た
め
、

そ
の
概
閉
を
標
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
た
そ
れ
も
二
庄

少
弐
頼
尚
の
所
領
概
表

在

所

人
友
文
書
観
応
一
年
十
一
月
一
一
日
足
利
認
氏
下
文

II

文
和
三
年
二
月
十
二
日
に
木
頼
章
施
行
状

筑
帥
国
遠
智
斧
i

II

宗
像
西
郷

-
I
I

絨
応
二
年
十
一
月
一
一
日
足
科
羞
氏
下
文

II

夜
須
庄
内
山
地
伍
拾
町
ー
追
領
記
（
太
宰
管
内
志
）
霞
ぬ
二
年
一
一
月
一
：
十
五
日
一
伯
範
氏
脊
進
状

”

卜

座

郡

大

友

家

文

青

録

文

和

二

年

十

ー

一

月

二

十

五

日

足

科

騨

氏

御

判

下

文

II

↓
茄
麻
郡
河
崎
村
宗
像
文
替
文
和
元
年
十
一
月
二
十
二
口
将
卓
家
御
教
盈

豊
前
国
黒
田
上
ー
大
友
文
書
文
和
三
年
二
月
十
二
口
仁
木
頓
章
施
行
状

II

由
沖
郡
大
豆
俵
村
出
光
佐
三
氏
況
蔵
文
書
康
安
元
年
八
月
五
日
少
弐
冬
資
奇
延
状

9

9

,

.

 

一

肥

前

国

与

賀

庄

大

友

文

書

正

平

パ

年

十

二

月

十

九

日

足

利

義

詮

御

判

下

文

II

対

馬

島

厳

除

恙

八

部

御

IEl
判
写
建
武
三
年
四
月
五
日
少
弐
頼
尚
書
下
、
そ
の
他

＇ 

島
津
文
壽
観
応
三
年
四
月
二
十
五
日
一
色
範
氏
宛
行
状
、
苛
藩
旧
記
前
細
―
―
十
一
押
山
文
害
応
安
二
年
ハ

月
日
樺
山
明
見
（
資
久
）
申
状
、
固
八
年
六
月
七
日
島
津
氏
久
挙
状
案

肥
後
国
山
鹿
，
且
1
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ー
、
遠
賀
郡
遠
賀
庄

永
吉
庄

本
領
注
文
の
性
格
が
前
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

頼
尚
新
附
の
所
領
で
あ
る
と
速
断
は
で
き
な
い
が
、
豊
前
・
肥
後
の
所
領
は
概
し
て
新
獲
得
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
南
北
朝
時
代

頼
尚
の
時
に
な
つ
て
、
九
州
管
内
兼
任
守
護
国
の
増
加
に
伴
な
い
そ
の
所
領
も
増
加
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

前
掲
少
弐
宗
祥
の
亡
父
貞
経
の
本
領
注
文
お
よ
び
頼
尚
の
所
領
概
表
を
手
掛
り
に
し
な
が
ら
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏

本
宗
の
所
領
に
つ
い
て
国
別
・
庄
園
別
に
検
討
を
加
え
、
併
せ
て
少
弐
氏
一
族
の
両
時
代
に
わ
た
る
所
領
所
有
の
形
態
に
及
び
、
少
弐
氏

．

註

(
1
)
少
弐
を
姓
と
し
て
使
用
し
、
ま
た
は
そ
う
認
識
さ
れ
始
め
た
の
が
い
つ
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
文
で
は
資
顆
が
大
宰
少
弐
に
任
ぜ
ら
れ

鼠
禄
二
(
―
ニ
ニ
六
）
年
十
月
三
日
（
疇
麟
麟
‘
.
）
を
一
応
の
目
安
と
し
て
、
そ
れ
以
前
を
主
と
し
て
武
藤
、
そ
れ
以
後
を
少
弐
と
区
別
し
て
書
い
た
。

(

2

)

「
所
領
」
に
つ
い
て
規
定
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
黒
田
俊
雄
氏
の
い
わ
れ
る
「
現
地
で
土
地
と
人
民
と
を
直
接
的
に
掌
握
・
支
配
す
る
農

奴
制
的
な
も
の
か
ら
、
単
な
る
地
子
取
得
権
や
職
掌
に
伴
う
得
分
権
ま
で
を
含
め
て
、
地
代
収
取
を
基
本
と
す
る
私
人
の
家
産
」
（
鍔
麟
環
宣
二

□諷
麟
）

と
い
う
広
義
の
規
定
を
準
用
し
た
い
。

対
す
る
関
係
は
、

二
、
筑

そ
の
注
文
に
な
い
も
の
が
こ
の
表
に
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、

そ
れ
を
直
ち
に

同
庄
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
先
学
に
は
長
沼
賢
梅
氏
が
あ
る
（
土
鱈
麟

1
〗
量
信[1凸
訓
）
。

残
存
史
料
間
の
時
間
的
な
へ
だ
た
り
が
余
り
に
大
き
く
、
長
沼
氏
の
推
定
に
ほ
ぼ
従
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
が
、

前

の
領
国
支
配
の
基
礎
構
造
の
究
明
に
迫
り
た
い
。

II 一日
向
国
真
幸
院
引
田

国

相
良
家
文
書
建
武
五
年
八
月
日
相
良
定
頼
申
状
案

II

興
国
二
年
壬
四
月
二
十
八
日
相
良
祐
長
軍
忠
状

II

康
永
四
年
十
一
月
日
税
所
宗
円
申
状
案

II

（
年
月
日
欠
）
相
良
定
頼
並
一
族
等
所
領
注
文

一
相
良
家
文
書
（
年
月
日
欠
）
相
良
定
頼
並
一
族
等
所
領
注
文

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

同
氏
の

少
弐
氏
の
同
庄
に
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

西
郷
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

少
弐
氏
の
位
次
は
確
認
で
苔
な
い
。

西
郷
に
沙
汰
人
が
居

日
少
弐
宗
祥
の
本
領
注
文
に
い
う
貞
経
の
本
領
遠
賀
庄
は
、
い
わ
ゆ
る
山
鹿
庄
の
一
部
、
も
し
く
は
同
一
視
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

口
山
鹿
庄
は
平
家
与
力
人
山
鹿
秀
遠
跡
の
没
官
領
で
、
鎌
倉
時
代
九
条
家
領
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
遠
賀
庄
は
九
条
家
を
本
家
に
仰
ぐ
遠
隔
地

庄
園
で
、
そ
の
地
頭
は
少
弐
氏
、
地
頭
代
は
麻
生
氏
で
あ
っ
た
。
両
者
の
間
は
守
護
（
地
頭
）
↓
地
頭
代
と
し
て
封
建
的
関
係
が
志
向
さ
れ
た

が
、
麻
生
氏
の
海
賊
と
し
て
の
生
長
、
在
地
封
建
領
主
制
の
進
展
に
つ
れ
て
、
筑
前
守
護
少
弐
氏
に
対
す
る
相
対
的
独
立
性
は
強
化
さ
れ
、
南

（
『
改
訂
増
補
遠
賀

北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
麻
生
氏
に
対
す
る
軍
事
的
依
存
度
も
相
対
的
に
た
か
ま
っ
た
。
詞
中
国
古
銭
の
発
掘
や
郡
誌
』
上
巻
五
〇

対
馬
厳
原
町
斎
藤
-
‘

ご
長
樹
氏
所
蔵
文
書

回

m)、
十
五
世
紀
で
は
あ
る
が
宗
氏
の
家
臣
斎
藤
氏
の
所
領
が
山
鹿
庄
折
尾
郷
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
遡
推
し
て

少
弐
氏
の
対
外
貿
易
面
に
お
け
る
一
拠
点
と
し
て
も
、
遠
賀
庄
の
存
在
価
値
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
、
在
地
性
を
十
分
に

獲
得
し
得
な
か
っ
た
為
の
権
力
構
造
の
脆
さ
と
、
宗
氏
を
背
景
と
し
て
戦
国
時
代
迄
存
続
し
得
た
と
い
う
、
少
弐
氏
に
お
け
る
矛
盾
し
た

関
係
が
、
遠
賀
庄
に
対
す
る
権
益
関
係
の
う
ち
に
も
具
現
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

2
、
宗
像
郡
宗
像
西
郷

西
郷
川
に
の
ぞ
ん
で
上
西
郷
・
下
西
郷
に
分
か
れ
て
い

ろ
。
少
弐
氏
本
宗
と
宗
像
西
郷
と
の
関
係
を
語
る
史
料
は
も
と
よ
り
、
宗
像
西
郷
そ
の
も
の
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
乏
少
で
あ
る
。
少

弐
氏
が
宗
像
酉
郷
に
権
益
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
貞
経
以
前
ど
れ
程
遡
り
得
る
も
の
か
定
か
で
な
い
し
、
文
暦
二
(
―
二
三
五
）

年
九
月
十
七
日
閃
東
御
教
書
案
（
鱈
繹
畔
）
に
、
西
郷
沙
汰
人
が
本
木
保
内
の
田
畠
を
押
領
し
て
い
る
事
が
み
え
、

た
事
は
判
る
が
、
少
弐
氏
と
の
関
係
を
示
す
史
料
は
無
い
。

宗
像
西
郷
は
現
在
福
間
町
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、

北
九
州
の
場
合
「
沙
汰
人
」
は
平
家
没
官
領
に
お
か
れ
て
い
る
事
例
が
多
く
（
疇
二
麟
二
疇
鱈
洋
）
、
源
平
内
乱
期
ま
で
の
宗
像
社
家
が
本

家
八
条
院
の
下
に
平
氏
の
直
接
支
配
を
受
け
て
い
た
事
を
併
考
す
る
と
、
こ
こ
に
い
う
沙
汰
人
も
或
は
こ
の
種
の
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
確
証
を
得
な
い
。
宗
像
東
郷
野
坂
庄
で
は
、
庄
の
管
理
機
構
は
、
惣
公
文
・
惣
地
頭
代
↓
沙
汰
人
↓
名
主
の
構
成
を
と
つ
て
い
る

宗
像
神
社
文
書
承
元
四
年
九
月
州
一
。

丁
日
惣
公
文
・
惣
地
頭
代
連
署
下
文

見
解
に
若
干
の
私
見
を
加
え
て
後
考
に
侯
ち
た
い
。
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宗
像
大
宮
司
氏
俊
は
、

南
北

果
し

西
郷
と
少
弐
氏
と
の
関
係
を
幾
分
で
も
示
唆
す
る
の
は
宗
像
神
社
文
書
文
永
十
二
(
―
二
七
五
）
年
二
月
三
十
日
の
六
波
羅
御
教
書
で

あ
ろ
う
。
即
ち
、
宗
像
社
大
宮
司
代
隆
恵
の
訴
う
る
宗
像
西
郷
住
人
手
光
小
太
郎
兵
衛
入
道
礼
念
の
同
社
神
人
打
榔
匁
偽
に
つ
い
て
、
清

祓
を
遂
ぐ
べ
き
事
を
礼
念
に
触
れ
る
よ
う
大
宰
少
弐
入
道
資
能
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
か
ら
、
少
弐
氏
が
宗
像
西
郷
に
権
益
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
、
資
能
の
代
ま
で
遡
ら
せ
る
可
能
性
を
考
え
る
の
は
強
弁

で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
東
郷
に
は
既
に
承
久
年
間
か
ら
少
弐
氏
一
族
の
領
主
化
の
明
証
が
あ
る
の
も
参
考
と
さ
れ
よ
う
。
少
な
く
と
も
筑
前

守
護
と
し
て
資
能
が
自
己
の
管
轄
内
住
人
の
社
家
に
対
す
る
狼
藉
を
停
止
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
事
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

こ
の
事
と
関
連
し
て
、
宗
像
社
領
へ
の
守
護
使
の
入
部
・
検
非
違
所
乱
断
の
事
に
つ
い
て
、
社
家
側
は
文
治
年
中
か
ら
守
護
使
不
入
部

）
元
久
元
(
―
二

0
四
）
年
十
二
月
三
日
・
建
保
五
(
―
ニ
―
七
）
年

宗
像
辰
美
氏
所
蔵
文
書
弘
安
八
‘

の
下
文
を
得
て
い
る
と
称
し
て
い
る
が
ご
年
七
月
三
日
関
東
下
知
状
写

七
月
二
十
八
日
幕
府
か
ら
不
入
の
下
知
を
得
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
る
。

宛
関
東
御
教
書
案
・
同
五
年
十
二
月
二
十
七
日
六
波
羅
施
行
状
に
よ
る
と
、

じ
た
の
で
あ
る
。

宗
像
西
郷
に
お
け
る
少
弐
氏
本
領
の
存
在
、

建
長
四
(
―
二
五
二
）
年
十
月
二
十
六
日
筑
前
守
護
少
弐
資
能

「
近
年
令
乱
入
」
と
あ
り
、
幕
府
は
そ
の
停
止
を
資
能
に
命

建
長
元
(
―
二
四
九
）
年
に
お
け
る
資
頼
の
子
為
頼
の
宗
像
東
郷
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三

箇
村
名
主
職
補
任
、
少
弐
氏
本
宗
と
為
頼
系
少
弐
氏
と
の
緊
密
な
族
的
関
係
等
の
有
機
的
な
関
連
の
下
に
右
の
事
実
を
照
合
す
る
と
、
筑

前
守
護
少
弐
資
能
の
守
護
使
の
宗
像
社
領
へ
の
「
乱
入
」
は
、
極
め
て
政
治
的
現
実
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

資
能
か
ら
中
二
代
を
経
た
貞
経
の
本
領
と
し
て
注
進
さ
れ
た
宗
像
西
郷
は
、
嫡
男
頼
尚
に
伝
領
さ
れ
、

観
応
二
（
一
三
五
一
）
年
十
一

月
二
日
に
は
、
遠
賀
庄
お
よ
び
豊
前
黒
田
庄
と
共
に
、
勲
功
賞
と
し
て
足
利
尊
氏
が
大
友
氏
泰
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
が
C

幻
叡
）
、

て
大
友
氏
が
同
地
に
現
実
の
当
知
行
を
貫
徹
し
得
た
も
の
か
、
頗
る
疑
わ
し
い
。

妨
し
、

応
安
六
(
-
三
七
三
）
年
九
州
探
題
今
川
了
俊
に
、

少
弐
冬
資
（
頼
尚
の
子
）
が
宗
像
庄
内
曲
村
地
頭
職
を
押

（
覧
佐
三
氏
現
蔵
文
書
同
年
七
月
廿
九
日
・
宗
像
）
、

同
社
領
平
等
寺
村
の
下
地
を
違
乱
し
神
役
が
闊
怠
す
る
事
を
訴
え
て
お
り
神
社
文
書
同
年
九
月
廿
八
日
今
川
了
俊
書
下
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

朝
時
代
宗
像
社
領
に
お
け
る
少
弐
氏
の
実
力
支
配
は
寧
ろ
拡
大
化
の
方
向
を
と
つ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
頼
尚
の
時
に
強
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
頼
尚
は
宗
像
西
郷
を
中
心
に
附
近
の
在
地
領
主
把
握
に
能
動
的
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
大
穂
村
の
大
穂
又
五
郎
の
如
苔
、
少
な
く
と
も
与
力
の
輩
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
く
、
或
は
既
に
頼
尚
に
対
し
て
被
官
化
し
て
い
た
の

）
、
筑
前
御
家
人
を
称
す
る
朝
町
氏
の
朝
町
彦
三
郎
も
頼
尚
か
ら
豊
前
の
志
生
木

出
光
佐
三
氏
硯
蔵
文
書
文
和
元

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ご
年
十
一
月
将
軍
家
御
教
書
、

田
十
五
町
を
給
付
さ
れ
、
被
官
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
（
鱈
謬
三
□
国）。

宗
像
西
郷
の
規
模
や
支
配
様
式
、
少
弐
氏
の
位
次
等
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
、
結
局
何
―
つ
確
か
な
事
は
言
え
な
い
が
、
少
弐
氏

一
族
が
同
じ
地
域
で
あ
る
宗
像
東
郷
に
所
領
を
有
し
て
、
在
地
領
主
と
し
て
の
生
長
を
と
げ
て
お
り
、
少
弐
氏
本
宗
の
所
領
に
近
接
し
て

そ
の
一
族
が
領
主
制
を
展
開
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
事
は
所
領
の
分
割
相
続
制
と
関
連
あ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。
少

弐
氏
本
宗
の
宗
像
西
郷
に
対
す
る
在
り
方
を
考
え
る
の
に
参
考
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
少
弐
氏
全
体
の
動
向
を
把
握
す
る
上
に
も
欠
く

事
が
で
恙
な
い
の
で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
よ
う
。

筑
前
宗
像
社
領
土
穴
・
須
恵
・
稲
本
三
箇
村
は
宗
像
東
郷
内
に
属
し
、
十
一
惜
紀
末
か
ら
十
二
慣
紀
中
期
に
か
け
て
氏
高
・
氏
房
に
よ

つ
て
同
社
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
三
箇
村
に
関
す
る
史
料
が
集
中
的
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
石
井
進
氏
の
、
荘
園
と
し
て
の
宗

）
、
第
四
期
の
宝
治
元
(
―
二
四
七
）
年
か
ら
乾
元

（
「
一
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
在
地
領
主
法
の
一
形
態
日
⇔
国
ー
「
正

像
社
の
五
期
分
類
に
従
う
と
和
一
年
宗
像
社
事
書
」
お
ぼ
え
が
き
ー
」
中
世
の
窓
ー
・

2
.
3

元
(
-
三
0
二
）
年
に
及
ぶ
五
十
余
年
間
の
期
間
に
属
し
、
本
家
職
は
後
嵯
峨
院
↓
大
宮
院
↓
亀
山
院
↓
禅
林
寺
と
伝
領
さ
れ
、

は
四
園
寺
実
氏
↓
讃
岐
守
惟
宗
朝
臣
、
預
所
職
は
正
嘉
か
ら
文
永
迄
橘
氏
で
あ
っ
た
。

こ
の
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
箇
村
の
名
主
と
し
て
先
ず
姿
を
況
わ
す
の
は
、
建
長
元
(
―
二
四
九
）
年
九
月
十
七
日
西
園
寺
実
氏
家
の

政
所
下
文
で
、
同
名
主
職
に
補
せ
ら
れ
た
右
兵
衛
尉
藤
原
為
頼
で
あ
る
（
疇
這
口
）
。
こ
の
為
頼
は
後
に
い
う
武
藤
六
郎
兵
衛
入
道
覚
然

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
い
う
名
主
職
は
、
後
に
「
武
藤
孫
太
郎
経
頼
遺
領
筑
前
国
土
穴
村
地
頭
職
」
な
ど
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
し

)
い
わ
ゆ
る
小
地
頭
職
の
た
ぐ
い
で
、
宗
像
社
家
の
「
惣
領
主
地
頭
職
」
に
お
お
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

宗
像
神
社
文
書
建
武
四
年
七
、

て
百
月
十
六
日
一
色
範
氏
奉
書

領
家
職
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り
、
直
接
に
対
外
貿
易
の
利
益
追
求
に
結
び
つ
く
こ
と
。
他
の
一
っ
は
、
後
の
覚
然
お
よ
び
覚
然
系
に
関
す
る
史
料
が
「
猶
子
」
関
係
に

重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
右
三
箇
村
の
名
主
「
職
」
の
相
伝
に
お
か
れ
て
い
る
点
か
ら
、
張
氏
が
筑
前
守
護
少
弐
氏
の
最
有

力
庶
家
た
る
武
籐
覚
然
に
三
箇
村
の
名
主
職
を
譲
与
し
て
そ
の
代
官
職
を
留
保
し
、
子
息
氏
重
に
譲
つ
て
、
事
実
上
の
所
領
の
確
保
を
図

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
覚
然
が
三
箇
村
の
名
主
「
職
」
支
配
か
ら
封
建
的
領
主
へ
の
方
向
を
志
向
す
る
事
は
当
然
で
あ
り
、
事
実
支

配
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
氏
重
と
の
間
に
対
立
が
激
化
す
る
の
は
必
然
の
趨
勢
と
い
え
よ
う
。

こ
の
覚
然
の
猶
子
関
係
設
定
の
意
味
は
二
つ
あ
ろ
う
。

属
し
、

―
つ
は
覚
然
の
側
か
ら
み
て
、

こ
の
覚
然
の
系
譜
を
探
り
得
る
の
は
宇
佐
到
津
文
書
で
あ
る
。
筑
前
国
立
岩
別
符
は
宇
佐
宮
領
と
し
て
同
宮
擬
大
宮
司
清
輔
重
代
相
伝

の
別
符
で
あ
る
が
、
錬
倉
末
期
に
武
藤
浄
念
の
押
領
が
行
な
わ
れ
て
両
者
の
間
に
争
論
が
展
開
さ
れ
た
二
鬱
叩
）
。
こ
の
事
を
記
録
し
た
到

浦
文
書
か
ら
、
浄
念
前
後
の
系
譜
を
、
覚
然
ー
浄
念
ー
経
広
と
跡
付
け
る
事
が
出
来
る
（
虹
疇
〗
麟
声
馴
酎
[
“
〗
二
訳
疇
麟
環
口
冒
二
厨
-
馴

西
御
教
）
。

書
案覚
然
は
浄
念
の
実
名
比
定
、
浄
念
と
経
広
の
関
係
か
ら
推
し
て
資
頼
の
子
為
頼
の
法
名
と
考
え
ら
れ
る
。
子
息
武
藤
五
郎
左
衛
門
入
道

浄
念
は
、
弘
安
九
年
閏
十
二
月
廿
八
日
の
比
志
島
文
書
に
蒙
古
合
戦
勲
功
賞
を
「
為
宗
人
々
」
の
一
人
と
し
て
豊
前
々
司
景
資
跡
の
肥
前

国
那
久
野
村
（
名
護
屋
）
地
頭
職
を
拝
領
し
た
武
藤
五
郎
左
衛
門
尉
経
平
法
師
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
左

衛

門

能

登

彦

四

郎

建

武

資
頼
三
男

）
に
為
頼
経
平
尉
経
広
能
登
守
貞
広
三
年
一
二
月
一
日
諸

続
群
書
類
従
第
六

覚
然
（
為
頼
）
系
は
尊
卑
分
脈
に
は
見
え
ず
、
武
藤
系
図
后
輯
上
三
ニ
ニ
頁

悶
頼
兼
麟
麟
疇
と
し
て
い
る
。

(
3
)
 

覚
然
は
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
箇
村
を
宗
像
社
に
寄
進
し
た
氏
高
の
六
代
の
末
孫
氏
忠
の
妻
張
氏
（
宋
人
の
女
）
の
養
子
と
な
つ
て
承

久
二
(
―
ニ
ニ
0
)
年
、
そ
の
自
筆
譲
状
を
以
て
三
箇
村
を
譲
与
さ
れ
、
張
子
の
子
息
氏
重
が
代
官
職
を
宛
て
給
さ
れ
た
。
少
弐
氏
一
族
の
、

所
領
・
所
職
を
帯
し
て
在
地
領
主
化
し
始
め
た
例
と
し
て
は
、
現
存
史
料
に
徴
す
る
限
り
、
承
久
二
年
の
覚
然
の
場
合
は
最
も
古
い
方
に

そ
れ
も
宋
人
の
女
の
養
子
に
な
る
と
い
う
国
際
色
を
も
っ
た
猶
子
関
係
の
設
定
で
あ
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

張
氏
の
周
辺
に
は
宋
の
綱
首
ー
豪
商
等
が
あ
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

は
当
然
で
あ
ろ
う
。

和
名
抄
に
は
夜
須
郡
は
東
西
と
あ
り
、

そ
の
後
右
三
箇
村
の
代
官
職
氏
重
は
一
腹
の
舎
弟
兵
藤
三
郎
を
殺
害
し
て
張
氏
か
ら
義
絶
さ
れ
て
い
た
の
に
、
承
久
二
年
五
月
の
譲
状

を
謀
書
し
て
、
氏
重
後
家
厄
・
子
息
氏
村
・
氏
遠
等
が
同
村
を
競
望
す
る
と
い
う
一
件
が
起
り
、
結
局
、
本
所
御
成
敗
た
る
べ
き
の
条
厳

宗
像
神
社
文
書
（
文
永
五
年
）
六
月
廿
七
日
関
東
引
付
衆
連
署
下

重
と
い
う
事
で
、
預
所
橘
以
経
の
下
文
を
以
て
覚
然
の
知
行
が
安
堵
さ
れ
た
デ
文
、
文
永
五
年
七
月
三
日
沙
弥
浄
恵
請
文
、
文
永
六
年
二
月
日
預

所
橘
以
経
下
文
、
文
永
八
一
。

年
八
月
日
橘
以
経
下
文

然
し
覚
然
の
有
す
る
名
主
職
は
必
ら
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
宋
像
社
家
側
の
領
主
制
の
展
開
に
ま
苔
こ
ま
れ
る
弱
さ

(
4
)
 

を
も
ち
、
ま
た
社
家
側
神
官
僧
侶
の
社
領
支
配
の
規
制
も
免
れ
得
な
か
っ
た
。
文
永
九
(
―
二
七
二
）
年
九
月
、
名
主
武
藤
木
工
助
入
道
（
覚

然
）
が
、
大
治
年
中
に
お
け
る
氏
房
の
第
三
太
神
宮
長
日
不
断
香
油
料
所
と
し
て
の
須
恵
村
寄
進
の
鉄
燕
率
法
に
不
法
を
現
わ
し
た
と
い

う
事
で
、
同
宮
神
官
僧
官
御
燈
衆
等
の
結
束
に
よ
っ
て
、
名
主
職
を
御
使
池
田
左
衛
門
尉
兼
頼
に
改
替
さ
れ
て
い
る
（
謬
畔
）
。

そ
の
名
主
職
も
在
地
性
よ
り
得
分
権
的
要
素
が
濃
厚
で
、
得
分
収
取
に
依
拠

こ
の
事
は
武
藤
覚
然
が
伝
統
的
な
社
領
名
主
で
は
な
く
、

す
る
所
か
ら
、
在
地
に
対
し
て
は
か
な
り
浮
い
た
立
場
に
あ
り
、
社
家
側
の
「
社
家
一
向
進
止
」
の
社
領
拡
大
の
力
に
対
し
て
脆
弱
で
あ

っ
た
所
に
起
因
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、

3
、
夜
須
郡
夜
須
庄

そ
れ
ら
の
弱
さ
を
巾
央
の
領
家
と
結
び
つ
く
事
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
の

は
た
せ
る
か
な
、
そ
の
後
同
氏
は
再
び
領
家
の
保
証
を
得
て
再
び
名
主
職
を
獲
得
し
た
（
亨
麟
〗
汀
冗
響
尼
疇
鱈
鯛
峠
厨
馴
”
疇
亨
“
宗
）
。
重

代
相
伝
の
私
領
で
あ
る
赤
馬
院
内
須
恵
三
郎
丸
田
畠
屋
敷
等
は
頼
俊
を
経
て
経
俊
へ
と
伝
領
さ
れ
（
囀
麟
玖

□麟
麟

□麟
工
月
）
、
土
穴
は
経

頼
へ
、
稲
本
は
武
籐
窪
左
衛
門
次
郎
頼
兼
へ
と
伝
え
ら
れ
、
同
社
が
得
宗
領
に
な
る
と
そ
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
（
二
麟
〗
疇
国
汀

）
。
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
箇
村
は
為
頼
系
の
分
出
一
族
に
よ
っ
て
支
配
が
続
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

得
宗
公
文

所
下
知
状

岩
門
合
戦
に
お
け
る
事
蹟
か
ら
み
て
も
為
頼
系
が
本
宗
の
惣
領
制
的
一
族
支
配
に
対
し
て
順
応
的
で
あ
っ
た
事
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
南

北
朝
時
代
為
頼
系
の
向
背
を
語
る
直
接
史
料
に
は
恵
ま
れ
な
い
。

筑
前
国
続
風
土
記
い
叫
剛
は
「
今
も
栗
田
よ
り
東
を
東
郷
と
い
ひ
、

- 7 5 -



大
宰
府
神
社
文
書
西

高
八
ノ
舟
一
、
文
安

西
を
西
郷
と
称
す
」
と
い
つ
て
い
る
。
古
文
書
の
夜
須
郡
関
係
の
記
事
で
も
「
筑
前
国
夜
須
西
郷
之
内
清
水
寺
村
」
（

疇
罰
町
齢
讐
）
「
筑
前
国
夜
須
西
郷
小
隈
」
（
量
贖
鱈
請
謬
瓢
雷
門
）
「
夜
須
郡
東
郷
ノ
内
郡
司
田
壱
町
井
今
福
ノ
内
立

大
内
氏
実
録
土
代
文
明
十
―
-
年
)
と
あ
り
、
郡
内
は
東
郷
•
西
郷
に
分
か
れ
て
い
た
。

ご
月
三
日
少
弐
政
資
安
堵
状

石
谷
六
町
」

少
弐
氏
に
関
す
る
夜
須
庄
が
両
郷
の
う
ち
何
れ
に
属
し
て
い
た
の
か
、

ら
な
い
が
、
後
掲
の
史
料
か
ら
み
て
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

尊
氏
の
安
養
院
に
対
す
る
夜

或
は
両
郷
に
ま
た
が
つ
て
い
た
も
の
か
徴
す
べ
善
も
の
が
見
当

少
弐
氏
の
夜
須
郡
内
に
お
け
る
所
領
は
主
と
し
て
西
郷
に
所
見
が
あ
る
。

建
長
五
(
―
二
五
三
）
年
十
月
二
十
一
日
の
近
衛
家
所
領
目
録
に
「
庄
務
本
所
進
退
所
々
」

同
国
成
楽
院
領

夜
須
庄
執
行
頼
愉

知
足
院
殿
新
立
内

の
記
載
が
あ
る
。
筑
後
に
夜
須
庄
を
か
け
て
い
る
の
は
、
筑
前
の
誤
り
で
あ
る
。

と
し
て
、

こ
れ
か
ら
み
る
と
、

筑
後
国
三
池
庄
の
次
に

同
庄
は
本
所
が
近
衛
家
で
、

知
足

院
殴
忠
実
の
新
立
で
あ
り
、
し
か
も
自
ら
庄
務
を
進
退
し
て
お
り
、
頼
愉
が
そ
の
預
所
で
あ
っ
た
。
夜
須
庄
を
め
ぐ
る
近
衛
家
と
少
弐
氏

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
少
弐
氏
関
係
の
史
料
が
南
北
朝
時
代
に
入
ら
な
い
と
所
見
が
な
く
、
近
衛
家
の
史
料
は
南
北
朝
時
代
の
同
庄
に

つ
い
て
所
見
が
な
い
の
で
、
不
明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

夜
須
庄
に
つ
い
て
、
『
荘
園
志
料
』
〖
コ
直
頁
―
-
）
に
は
「
正
平
六
年
の
文
書
に
出
で
て
、
荘
内
に
小
田
村
あ
り
、
今
東
西
小
田
村
存
し

て
東
小
田
は
本
郡
、
西
小
田
は
御
笠
郡
に
属
す
」
と
し
て
、
西
高
辻
文
書
貞
和
七
(
-
三
五
一
）
年
正
月
日
大
宰
府
安
養
院
雑
掌
良
賢
由
＇

状
、
筑
紫
古
文
書
追
加
正
平
七
(
-
三
五
二
）
年
正
月
十
六
日
宗
祥
本
領
注
文
の
二
通
の
文
書
を
あ
げ
て
い
る
。

西
高
辻
文
書
は
、
大
宰
府
安
養
院
当
知
行
散
在
寺
領
の
う
ち
「
一
所

筑
前
国
夜
須
庄
内
小
田
村
」
の
安
堵
を
請
い
、
貞
和
七
年
正
月
二

十
三
日
足
利
直
冬
の
安
堵
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
足
利
尊
氏
が
少
弐
貞
経
の
戦
死
を
悼
ん
で
、
建
武
三
(
-
三
三
六
）
年
三
月
六

日
大
宰
府
安
養
院
に
詣
で
て
追
善
諷
誦
し
、
「
以
筑
州
小
田
郷
鱈
麟
永
寄
安
養
院
」
(
”
訳
”
二
）
と
い
う
事
蹟
に
応
ず
る
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
少
弐
氏
が
夜
須
郡
内
に
所
領
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
貞
経
の
戦
死
以
前
か
ら
で
、
同
年
二
月
五
日
貞
経
が

次
郎
資
経
に
夜
須
西
郷
地
頭
職
・
筑
前
安
岡
名
地
頭
職
を
譲
与
し
て
い
る
事
か
ら
も
証
せ
ら
れ
（
喜
麟
古
）
、
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

須
郡
小
田
郷
の
寄
進
行
為
は
、
少
弐
氏
の
夜
須
郡
内
の
所
領
を
安
養
院
に
寄
進
し
て
い
た
在
来
の
寺
檀
関
係
の
再
確
認
に
外
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
直
冬
の
安
堵
も
、
右
の
事
実
を
基
礎
と
す
る
安
養
院
の
南
北
朝
動
乱
に
処
し
て
寺
領
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
熱
望
に
対
し
て
の

肥
前
国
与
賀
一
。

確
認
・
安
堵
で
あ
る
ご
庄
の
項
併
照

前
表
の
よ
う
に
、
観
応
二
(
-
三
五
一
）
年
一
一
月
二
十
五
日
、

尚
の
所
領
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
色
範
氏
は
足
利
直
冬
お
よ
び
少
弐
頼
尚
を
討
た
ん
と
し
て
、
豊
後
国
日

田
郡
大
原
八
幡
宮
に
、
両
人
跡
の
夜
須
庄
内
田
地
五
十
町
を
寄
進
し
て
い
る
（
麟
鱈
疇
〗

V
x
)
。
両
人
跡
と
は
い
う
も
の
の
、

夜
須
郡
（
夜
瑣
庄
）
内
の
地
が
貞
経
か
ら
頼
尚
お
よ
び
資
経
に
伝
領
さ
れ
、

更
に
宇
佐
湯
屋
文
書
に
よ
る
と
、
永
偲
二
(
-
三
八
二
）
年
五
月
三
十
日
、
頼
尚
の
孫
頼
興
が
豊
前
国
下
毛
郡
深
水
庄
の
住
人
深
水
修

理
亮
に
夜
須
西
郷
内
松
原
八
町
を
宛
行
っ
て
い
る
の
で
、
同
地
が
頼
尚
か
ら
真
資
を
経
て
頻
興
に
伝
領
さ
れ
て
い
た
事
が
判
明
す
る
。
本

文
書
に
信
が
お
け
る
と
す
る
と
、
筑
前
国
井
原
庄
、
筑
後
国
乙
王
も
少
弐
氏
相
伝
の
所
領
で
あ
る
。

思
わ
れ
る
の
で
、

深
見
修
理
允
殿

姓
し
、

頼
興
（
花
押
）

こ
の
文
書
は
吟
味
の
必
要
が
あ
る
と

『
大
分
県
史
料
』
③
第
一
部
三
一
八
頁
に
よ
っ
て
全
文
を
掲
げ
若
干
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

肥
前
国
与
賀
庄
内
吉
岡
名
拾
弐
町
、
筑
前
国
夜
須
西
郷
内
松
原
八
町
、
同
国
井
原
庄
内
五
町
叫
厨
羊
、

分
所
被
宛
行
也
、
任
先
例
、
可
致
沙
汰
如
件

永
徳
弐

五
月
舟
日

筑
後
国
乙
王
拾
町
事
、

宛
名
の
深
見
は
、
太
宰
管
内
志
亨
瓢
響
加
荘
ー
の
深
水
を
と
る
べ
恙
で
は
な
か
ろ
う
か
。
豊
後
国
宇
佐
郡
深
見
庄
に
起
き
て
深
見
氏
を

の
ち
豊
後
八
坂
庄
地
頭
職
を
得
た
八
坂
氏
と
紛
ら
わ
し
い
が
、

域
か
ら
み
て
も
深
水
の
方
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
正
和
三
(
-
三
一
四
）
年
十
一
月
十
六
日
の
鎮
西
御
教
書
に
、
安
心
院
新
三
郎
入
道

浄
妙
と
共
に
、
鎮
西
探
題
北
条
政
顕
の
命
を
う
け
、
豊
後
来
繍
郷
内
小
野
名
に
対
す
る
小
田
原
宗
忍
の
違
乱
を
停
め
て
、
社
家
に
沙
汰
付

下
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。

同
氏
の
秋
吉
系
図
（
『
大
分
県
史
料
』
⑩
所
収
）
に
も
該
当
者
な
く
、
地

為
給

頼
尚
の
所
領
規
模
が
五
十
附
を

事
実
上
は
頼
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帥
卿
寄
事

け
を
行
な
っ
た
深
水
武
藤
二
郎
饂
犀
が
あ
り
（
玉
饂
二
げ
）
、
そ
の
使
節
と
し
て
の
行
動
か
ら
御
家
人
と
判
断
さ
れ
る
が
（
国
虚
鱈
鰭
見
）
、

水
庄
の
住
人
深
水
氏
が
武
陳
を
名
乗
っ
て
い
る
の
は
注
日
を
ひ
く
。

深
水
氏
の
武
陵
の
名
屎
り
を
手
掛
り
に
、
錐
倉
時
代
少
弐
氏
と
血
縁
的
擬
制
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
は

不
判
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
紡
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
資
能
の
戦
死
す
る
弘
安
四
年
六
月
以
前
の
盟
前
守
護
在
任
の
時
代

と
日
さ
れ
、
豊
前
守
護
ー
豊
前
御
家
人
と
の
管
轄
襲
係
に
お
い
て
、
少
弐
氏
の
在
地
勢
力
把
握
と
、
御
家
人
の
守
護
勢
力
に
対
す
る
政
治

的
求
心
性
と
の
対
応
と
し
て
現
象
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
大
分
県
史
料
』
の
頭
注
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
文
書
は
写
し
で
も
あ
り
、
「
研
究
を
要
す
る
一
も
の
で
あ
る
か
、
本
文
書
中
に
み

え
る
肥
前
国
芍
賀
庁
〖
5
叩
）
・
筑
前
国
夜
須
西
郷
は
共
に
少
弐
氏
相
伝
の
本
領
で
あ
り
、

あ
り
、
年
次
も
該
当
す
ろ
か
ら
、

で
あ
ろ
う
。

四
十
町
、
4
、
治
土
郡
原
田
庄

遠
江
一
宮
大

111
郷
一
藤
名
拙

少
弐
頬
興
が
少
弐
氏
と
血
緑
的
擬
制
の
閾
係
を
も
つ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
深
水
氏

に
、
そ
の
本
領
内
の
地
を
宛
行
っ
た
と
目
さ
れ
る
こ
の
史
料
は
、
信
憑
性
あ
る
も
の
と
刊
断
し
て
菜
支
え
な
か
ろ
う
。

応
永
二
十
七
(
-
四
二
0
)
年
六
月
五
日
、
少
式
稿
貞
（
頻
吋
か
ら
中
三
代
こ
次
ぐ
）
が
武
藤
臼
幡
を
し
て
、

頭
職
と
共
に
、
筑
前
夜
須
西
郷
此
政
醗
、
同
安
岡
名
地
頭
職
を
安
堵
し
て
い
ろ
の
は
二
芦
言
）
、

戦
同
時
代
の
夜
須
郡
に
は
大
内
氏
の
所
領
（
瓢
責
醗
‘
十
丘
臼
芦
玖
）
、
雷
山
領
二
訊
紐
嬬
鵡
戸
賛
冨
虹
層
[
ぃ
〗

□冨
)
、
平
裾
寺
領
（
麟

i
H
J

滲

依
井
捌
町
、
同
方
又
壽
弘
治
三
ご
等
が
錯
綜
し
て
い
る
が
、
少
弐
氏
に
関
し
て
は
、
肥
前
綾
部
城
丁
馬
場
頼
周
が
大
内
方
与
同
の
筑
紫
涵
門
を

年
九
月
廿
三
日
同
汀
知
行
目
録

誘
殺
し
た
直
後
の
大
永
四
（
一
五
二
四
）
年
卯
月
八
日
、

筑
前
国
夜
須
四
認
の
内
末
貞
十
二
町
、

少
弐
資
元
は
小
御
門
又
次
郎
に
対
し
、

後
籐
分
冗
町
‘

先
の
貞
経
ー
資
粋
の
譲
与
関
係
の
延
長

肥
前
国
養
父
郡
土
々
呂
木
八
十
町
の
内

同
国
穂
波
郡
椋
本
十
八
町
を
宛
行
っ
て
い
る
（
這
戸
古
）
。

中
右
記
大
沿
四
（
一
―
二
九
）
年
五
月
十
七
日
に
「
有
陣
定
、
是
大
弐
卿
申
、
鎖
西
御
許
山
領
原
田
庄
、

『
荘
園
志
料
』
は
本
庄
を
-
‘

可
被
止
哉
否
事
云
々
」
と
み
え
る
御
許
山
領
原
田
庄
が
あ
る
け
れ
ど
も
ご
筑
前
御
笠
郡
に
系
＜

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

系
滸
上
、

故
江

こ
れ
は
石
清
水
文
書
尾
欠

そ
の
少
弐
氏
の
頼
尚
の
孫
に
頼
興
が 晋
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

弥
勤
寺
喜
多
院
所
領
庄
薗
名
田
末
宮
別
保
等
注
進
状
の
筑
後
国
の
条
下
に
書
き
出
さ
れ
た
「
原
田
庄
五
十
丁
」
と
閃
連
あ
る
も
の
で
、

で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
筑
前
国
恰
土
郡
原
田
庄
と
は
別
箇
の
も
の
で
あ
る
。

の
庄
と
い
ひ
、
此
辺
の
数
村
を
、
す
べ
て
庄
内
と
い
ふ
、
其
境
内
を
庄
内
河
内
と
云
」
と
い
わ
れ
た
糸
島
郡
前
原
町
一
帯
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。

同
庄
関
係
文
書
の
最
古
の
も
の
は
次
の
前
原
町
神
在
の
藤
瀬
利
治
氏
所
蔵
文
書
で
あ
ろ
う
。

奉
寄
塔
原
寺
観
音
堂
免
田
壱
町
事

在
原
田
御
庄
内
飽
田
郷
伍
薔
拾
壱
里
参
坪

右
以
当
御
庄
田
内
、
令
奉
寄
意
趣
者
、
於
当
寺
者
、
探
山
之
上
、
為
観
音
霊
験
之
励
、
利
益
掲
焉
口
、
然
而
世
已
及
滝
季
、
致
痛
依
之

（
処
力
）

人
、
自
然
中
絶
之
口
、
為
荒
燈
之
地
、
住
僧
不
安
堵
之
由
、
有
其
聞
、
因
絃
以
件
免
田
、
宛
子
修
正
二
季
彼
岸
祈
、
旦
招
居
僧
侶
、
令

（
マ
、
）

勤
行
燈
退
仏
事
、
且
為
奉
祈
本
家
奉
平
、
御
庄
内
興
福
之
由
、
限
永
年
奉
寄
如
件
、

（
一
―
八
二
）

寿
永
元
年
十
二
月

（
包
紙
）

（表）
「
塔
原
寺
観
音
堂
御
寄
進
状
四
通
」

（内）
「
享
保
代
治
左
衛
門
女
房
東
村
宮
司
よ
り
来
ル
節

此
書
由
緒
有
テ
当
家
之
持
伝
也

塔
原
寺
東
村
宮
司
之
事
也

日

大
宰
少
弐
兼
地
頭
大
蔵
（
花
押
）

筑
前
国
原
田
庄
は
筑
前
国
続
風
土
記
巻
之
二
十
二
恰
土
郡
東
村
の
条
に
、

「
又
村
の
中
に
も
原
田
種
直
の
塚
と
て
あ
り
、
此
所
を
原
田

こ
こ
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「
大
宰
少
弐
」
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

種
直
が
権
少
弐
に
任
じ
た
の
は
正
確
な
記
録
が
あ
る
が

本
文
書
の
伝
来
は
包
紙
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
問
題
は
そ
の
真
偽
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
水
崎
雄
文
氏
の
仲
介
の
労
に
よ
っ
て
原
本

一
見
の
機
を
得
な
が
ら
、
筆
者
の
能
力
を
こ
え
る
問
題
で
容
易
に
そ
の
真
偽
を
判
定
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
本
文
書
は
原
田
種
直

の
寄
進
状
と
い
う
所
で
あ
ろ
う
が
、
周
知
の
よ
う
に
原
田
種
直
の
自
筆
文
書
は
他
に
全
く
所
見
が
な
く
、
先
づ
比
較
判
定
の
便
を
得
ず
、

つ
き
つ
め
て
言
え
ば
こ
の
文
書
の
花
押
が
種
直
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

紙
質
・
墨
色
は
そ
れ
ら
し
く
も
あ
る
が
、

「
大
宰
少
弐
兼
地
頭
」
と
い
う
の
が
や
や
不
審
で
あ
る
。
国
司
と
地
頭
と
を
兼
ね
た
自
署
の
形
式
は
平
安
末
期
に
は
若
干
例
を
見
得
る
か

ら
、
そ
れ
は
よ
い
と
す
る
も
、

）
そ
の
後
少
弐
に
昇
任
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
除
目
の
記
事
は
見
当
ら
な
い
。
吾
妻
鍍
に
は
「
大
宰
少
弐
種
直
」
と
称
し
て
い

吉
記
治
承
五
、

（
年
四
月
十
日

ろ
が
(
-
1

塩
竺
碑
)
‘
こ
れ
は
権
を
省
い
て
略
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
、
自
署
す
る
場
合
「
権
」
を
省
く
も
の
な
の
か
ど
う
か
不
審

で
、
少
弐
正
員
に
任
じ
た
記
録
を
見
得
な
い
現
在
、
や
は
り
疑
問
を
感
じ
る
。
原
田
庄
附
近
は
原
田
氏
伝
説
で
深
く
つ
つ
ま
れ
て
お
り
、

庄
内
寺
院
が
原
田
氏
の
崇
敬
と
保
護
を
得
て
い
た
と
い
う
記
録
を
残
す
事
は
寺
門
経
営
上
決
し
て
不
利
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
偽
文
書

料
に
徴
す
る
も
、

作
成
の
可
能
性
は
相
当
に
あ
る
。
以
上
、
本
文
書
の
否
定
的
側
面
だ
け
を
述
べ
た
が
、
実
は
真
偽
半
ば
す
る
思
い
で
あ
り
、
す
み
や
か
に

識
者
の
御
高
教
を
得
た
い
所
で
あ
る
。
な
お
本
文
書
は
『
平
安
遣
文
』
ん
口
言
□U
鱈
に
大
蔵
某
寄
遮
状
と
し
て
収
め
て
あ
る
。

(
6
)
 

右
文
書
の
真
偽
は
姑
ら
く
措
く
と
す
る
も
、
原
田
庄
は
原
田
氏
関
係
の
所
伝
が
厚
く
、
南
北
朝
時
代
の
原
田
氏
流
に
関
す
る
正
確
な
史

「
岩
門
少
卿
種
直
跡
三
千
七
百
町
」
（
疇
疇
）
の
中
心
部
で
あ
っ
た
事
は
否
定
で
恙
な
い
。

原
田
庄
を
中
心
と
す
る
種
直
跡
は
、
種
直
が
平
家
に
与
党
し
た
た
め
没
官
領
と
し
て
頼
朝
か
ら
武
藤
資
頼
に
給
与
さ
れ
、

の
最
も
重
要
な
本
領
原
田
庄
と
し
て
そ
の
注
文
に
書
巻
止
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
貞
経

先
の
原
田
種
直
寄
進
状
に
み
え
る
原
田
庄
内
塔
原
寺
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
藤
瀬
文
書
に
、
永
仁
元
(
-
―
]
九
三
）
年
十
月
十
四
日
の
、

同
寺
院
主
職
安
堵
の
少
弐
盛
経
書
下
が
あ
り
、
原
田
氏
の
寺
領
寄
進
に
よ
る
保
護
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
寺
植
関
係
は

藤
瀬
氏
」

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

少
弐
氏
と
塔
原
寺
と
の
保
護
関
係
は
、
同
文
書
応
永
五
(
-
三
九
八
）
年
卯
月

二
十
七
日
少
弐
貞
頼
が
、
同
寺
開
発
免
田
参
町
を
安
堵
し
て
い
る
時
迄
明
証
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
一
切
史
料
を
欠
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
少
弐
氏
と
原
田
庄
の
関
係
を
示
す
最
古
の
文
書
は
大
悲
王
院
（
雷
山
）
文
書
で
あ
る
。

(
7
)

（
く
す
で
ん
）

大
宰
少
弐
兼
筑
後
守
藤
原
朝
臣
資
能
は
、
原
田
庄
内
楠
田
寺
の
造
営
を
僧
舜
幸
に
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
は
資
能
一
人
の
署
名
に
よ

る
下
文
の
形
式
を
と
つ
て
い
て
、
少
弐
氏
が
原
田
庄
に
対
し
て
実
質
的
支
配
権
を
有
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

正
嘉
三
(
―
二
五
九
）
年
四
月
二
十
五
日

以
下
経
資
ー
盛
経
ー
貞
経
を
経
て
頼
尚
に
原
田
庄
が
伝
領
さ
れ
た
事
を
証
す
る
直
接
史
料
は
な
い
が
、
応
永
五
年
四
月
、
頼
尚
の
孫
少
弐

貞
頼
が
、
厭
田
庄
楠
田
寺
免
田
壱
町
余
畠
地
等
を
代
々
支
証
の
ま
ま
に
安
堵
し
（
亭
喜
iEE)
、
歳
末
の
祈
蒻
を
命
じ
（
鯛
疇
履
疇
鱈
犀
麟
い
土
岬
）

嘉
吉
二
（
一
四
四
二
）
年
三
月
、
少
弐
教
頼
が
原
田
庄
内
木
追
壱
町
三
反
余
井
段
別
諸
済
物
を
先
例
に
ま
か
せ
て
雷
山
中
御
坊
に
寄
進
し
、

）
時
代
は
下
る
が
、
少
弐
氏
歴
代
の
原
田
庄
に
対
す
る
権
益

同
文
書
同
五
日
少
弐
教
頼
寄
進
状
、
文
明
、

政
資
が
そ
れ
を
再
認
し
て
い
る
の
も
ご
五
年
八
月
廿
八
日
少
弐
政
資
安
堵
状

少
弐
氏
が
代
々
楠
田
寺
や
大
悲
王
院
（
更
に
は
先
の
塔
原
寺
）
等
の
有
力
支
持
者
で
あ
っ
た
事
を
示
し
、
本

（
大
悲
王
院
文
書
永
仁
四
年
八
月
十
六
日
、
永
仁
五
年
十
二
月
廿
四
日
少
弐
）
。

領
内
に
お
け
る
宗
教
施
設
へ
の
少
弐
氏
の
崇
敬
と
保
護
を
物
語
る
盛
経
書
下
、
同
文
書
正
和
五
年
三
月
十
九
日
少
弐
貞
経
施
行
状
等
参
照

原
田
庄
は
原
田
氏
の
開
発
・
経
営
の
あ
と
を
う
け
、
大
宰
府
・
博
多
と
近
く
、
岩
門
と
呼
応
し
、
肥
前
と
の
連
絡
も
よ
く
、
少
弐
氏
の

大
宰
府
守
護
所
総
管
者
乃
至
筑
前
守
護
と
し
て
の
権
力
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
と
し
て
は
、
恐
ら
く
明
証
の
あ
る
も
の
の
中
で
は
筆
頭
に

位
し
よ
う
。
景
資
反
乱
後
、
錬
倉
時
代
筑
前
の
最
も
重
要
な
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
岩
門
と
少
弐
氏
と
の
関
係
が
薄
れ
て
か
ら
は
、
同
庄
内

に
少
弐
氏
の
軍
事
施
設
が
設
営
さ
れ
、
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
少
弐
氏
の
筑
前
に
お
け
る
重
要
な
軍
事
的
拠
点
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
当

然
考
え
ら
れ
る
。

七
月
舟
日
凶
徒
等
、
寄
来
原
田
城
之
時
、
致
合
戦
、
被
抽
忠
節
之
条
、
殊
令
感
悦
候
、
且
其
段
可
注
進
候
、
恐
々
謹
言

二
月
三
日

こ
の
事
実
は
ま
た
同
時
に

を
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

原
田
氏
に
替
っ
た
少
弐
氏
に
継
承
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

頼
尚
（
花
押
）
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由
比
重
富
文
書
。
な
お
徳
永
文
書
十
一
月
廿
七
日
得
永
助
五
郎
宛
少
弐
頼
尚
ー
。

と
あ
る
の
は
こ
の
事
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
h

感
状
お
よ
び
由
比
重
富
文
書
同
日
由
比
重
富
次
郎
宛
少
弐
頼
尚
感
状
併
照
。

肥
後
国
永
吉
庄
内
山
田
城
の
場
合
、
少
弐
氏
の
所
領
内
に
設
営
さ
れ
た
城
に
そ
の
代
官
が
常
駐
し
、
附
近
の
与
力
す
る
在
地
領
主
を
主

力
と
し
て
軍
事
集
団
を
形
成
す
る
と
い
う
方
式
を
と
つ
て
お
り
（
麟
醐
）
、
こ
の
原
田
庄
内
の
原
町
冨
も
山
田
城
と
同
様
に
、
少
弐
氏
の
筑

前
に
お
け
る
最
も
重
要
な
本
領
内
に
筑
城
さ
れ
、
そ
れ
を
少
弐
氏
の
一
族
、
若
党
等
が
、
同
氏
支
持
の
領
主
層
を
背
景
に
維
持
経
営
す
る

と
い
う
、
共
通
の
方
式
を
と
つ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
原
田
城
は
原
田
氏
の
故
地
の
中
心
地
に
あ
っ
た
と
目
さ
れ
、
失
地
回
復
を
企
図
す
る
種
直
跡
の
対
原
田
氏
政
策
の
上
か
ら
も
、
原

田
庄
経
営
の
立
場
か
ら
も
、
ま
た
ひ
い
て
は
筑
前
に
お
け
る
少
弐
氏
の
守
護
権
力
保
持
乃
至
拡
充
の
立
場
か
ら
い
つ
て
も
、
最
も
枢
要
な

軍
事
的
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
つ
て
よ
い
。

原
田
庄
周
辺
に
は
鎌
倉
時
代
以
来
少
弐
氏
の
守
護
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
筑
前
国
の
有
力
御
家
人
と
し
て
知
ら
れ
た
中
村
・
揃
•
青
木
・

野
介
等
の
諸
氏
が
存
在
し
、
南
北
朝
内
乱
期
に
も
引
続
い
て
少
弐
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
て
そ
の
軍
事
的
基
盤
を
な
し
て
お
り
、
原
田
氏
一

(
9
)
 

族
に
対
す
る
支
配
と
懐
柔
も
、
此
等
諸
氏
の
存
在
と
勢
力
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ
た
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
諸
施
策
の
結
果
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
お
お
む
ね
原
田
氏
一
族
は
少
弐
氏
の
支
配
下
に
惰
伏
し
て
い
た
し
、
南
北
朝
内
乱
期

に
入
っ
て
も
少
弐
氏
を
強
力
に
支
持
す
る
原
田
氏
一
族
の
存
在
を
み
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
南
北
朝
内
乱
は
原
田
氏
一
族
に
、
少
弐
氏
の

瀾
絆
か
ら
の
脱
却
、
お
よ
び
原
田
庄
や
そ
の
周
辺
の
故
地
回
復
に
こ
よ
な
き
機
会
を
与
え
る
事
と
な
っ
た
。

建
武
二
(
-
三
三
五
）
年
閏
十
月
、

え
ら
れ
て
い
る
（
叡
躊

m)。
既
に
現
地
に
お
い
て
、
伝
統
的
在
地
勢
力
と
し
て
非
合
法
的
実
力
支
配
を
推
し
進
め
て
い
た
。
暦
応
三
(
-
三

(10) 

四
0
)
年
に
な
る
と
、
原
田
氏
一
族
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
南
北
両
朝
へ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
系
属
を
異
に
す
る
対
立
を
明
確
に
し
て
お
り
、

同
年
三
月
深
江
孫
次
郎
種
長
は
新
田
禅
師
に
与
同
し
て
深
江
・
片
山
両
村
を
焼
払
い
、

重
宮
次
郎
四
郎
殿

一
貴
山
寺
に
楯
籠
り
、

一
色
・
少
弐
の
命
を
受
け

原
田
孫
次
郎
種
遠
は
雷
山
千
如
寺
の
山
野
以
下
を
押
領
し
て
狩
猟
を
行
な
い
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

同
寺
衆
徒
か
ら
訴
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錬
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

中
村
文
書
同
一
一
一
日
一
角
範
氏
感
伏
、
璽
一
。
同
年
六
月
、
少
弐
頼
尚
は
菊
池
武
敏
等
を
討
と

ご
国
文
書
国
三
月
日
重
宮
正
高
軍
忠
状

た
重
富
正
高
・
巾
村
保
ら
の
攻
撃
を
う
け
て
い
る

巾
村
文

う
と
し
て
肥
後
に
発
向
し
た
が
、
屎
田
種
長
は
そ
の
隙
を
う
か
が
つ
て
原
日
庄
に
打
ち
入
り
、
少
弐
氏
の
本
拠
を
攪
乱
し
て
い
る
（
書
同
八

叩
厨
置
畠
と
。
こ
の
よ
う
に
、
筑
前
国
内
に
お
け
る
南
軍
与
同
の
涼
田
氏
一
族
の
存
在
は
、
少
弐
氏
の
南
軍
攻
撃
の
戦
略
的
立
場
か
ら
言

つ
て
も
、
或
は
ま
た
本
拠
地
筑
前
経
営
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
、

団
直
跡
の
原
田
氏
一
族
は
少
弐
氏
の
代
々
に
わ
た
る
守
護
管
轄
下
に
、
そ
の
伝
統
的
支
記
を
う
け
て
い
た
の
て
あ
る
が
、
依
然
土
着
勢

力
と
し
て
存
在
し
、
族
的
分
布
を
拡
げ
、
在
地
の
仕
産
関
係
の
発
展
に
囮
許
し
な
が
ら
そ
の
頷
主
制
を
展
開
し
、
少
弐
氏
の
間
接
的
支
配

に
比
較
し
て
一
層
直
峻
的
で
あ
り
、

そ
れ
が
南
北
朝
の
動
試
を
契
機
と
し
て
、
一
族
内
部
の
分
裂
お
よ
び
そ
の
南
北
両
朝
へ
の
系
属
対
立

を
背
景
に
、
南
軍
与
同
の
立
場
を
と
つ
て
領
主
制
の
拡
充
を
は
か
る
一
族
が
出
塩
し
て
頑
強
な
抵
抗
分
子
に
転
化
し
、
少
弐
氏
の
筑
前
支

配
を
内
郊
か
ら
基
底
的
に
お
び
や
か
す
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

少
弐
氏
の
守
護
支
配
が
製
も
行
ぎ
届
い
て
い
た
筑
前
に
お
い
て
も
、

で
は
な
く
、

す
こ
ぶ
る
脅
威
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
支
配
は
在
地
の
基
底
部
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
な
徹
底
し
た
も
の

そ
の
内
蔀
に
は
守
護
権
力
を
お
び
や
か
す
反
尻
分
子
を
は
ら
み
、
危
機
の
激
化
に
と
も
な
っ
て
そ
の
不
安
定
性
を
露
望
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

日
郡
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
文
和
二
（
一
三
五
芝
）
年
十
一
一
月
二
十
五
日
、
尊
氏
が
大
友
氏
時
の
冴
領
宗
像
社
本
家
米
を

同
社
大
宮
司
氏
正
に
宛
行
っ
た
の
に
と
も
な
っ
て
、
氏
時
に
そ
の
替
所
と
し
て
、
式
藤
豊
前
入
道
跡
の
肥
後
国
殷
牟
田
庄
東
庄
と
共
に
、

武
膜
左
藤
門
入
遮
崇
覚
井
頼
商
跡
を
与
え
て
お
り
、
ヒ
座
郡
内
に
少
弐
氏
の
本
宗
お
よ
び
一
族
の
所
領
か
存
在
し
て
い
た
事
が
判
明
す
る

が
、
所
在
地
・
規
模
そ
の
他
一
切
不
明
で
あ
る
（
喜
畔
）
。

た
だ
上
座
郡
に
は
蒙
古
合
戦
熊
功
賞
と
し
て
筑
前
国
早
良
郡
七
隈
郷
と
共
に
孔
子
配
分
さ
れ
た
長
淵
荘
が
あ
り
、
貞
経
の
本
領
注
文
そ

の
他
の
史
料
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
経
資
あ
た
り
が
勲
功
賞
と
し
て
長
淵
荘
に
配
分
で
も
う
け
て
い
た
の
が
、
分
割
伝
領
さ
れ
、

ま
／
＼
大
友
文
書
に
祟
覚
・
頼
尚
跡
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

5
 
上
座
郡

た
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右
の
崇
覚
に
つ
い
て
は
正
確
な
断
定
は
で
送
な
い
が
、
筑
後
国
史
戸
認
謬
伝
に
伝
う
る
、
少
弐
経
資
の
子
「
貞
資
瓢
麟
鱈
麟
」

）
。
経
資
の
載
功
賞
に
、
或
は
上
座
那
内
の
地
が
あ
っ
て
、
崇
覚
が
そ
れ
を
伝
領
し

A

（
武
藤
系
図
同
人
条
は
加
茂

し
ヵ
を
資
茂
と
誤
柏
し
て
い
る

に
当
る
の
で
は
あ
る
ま
、

た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
、
崇
覚
を
経
資
の
子
貞
資
と
比
定
し
褐
た
事
に
よ
っ
て
一
歩
確
実
性
に
近
ず
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

因
み
に
、

比
志
島
文
書
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
年
閏
十
二
月
二
十
八
日
の
恩
賞
注
文
に
よ
る
と
、

(11) 

三
宅
小
郷
預
所
職
が
あ
り
、

頭
職
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

盛
資
に
は
筑
前
国
療
病
寺
井
同
国
極
楽
寺
地
頭
職
、

な
お
ま
た
、
弘
安
八
年
の
岩
門
合
戦
に
惣
領
経
資
側
に
与
し
た
少
弐
氏
一
族
は
、
同
合
戦
後
、
右
の
家
古
合
戦
勲
功
賞
、
お
よ
び
次
の

岩
門
合
戦
勲
功
に
よ
っ
て
そ
の
所
領
・
所
職
を
拡
大
し
た
。
武
腰
四
郎
右
衛
門
尉
盛
資
が
筑
後
国
竹
井
庄
領
家
職
を
得
て
い
る
の
は
そ
の

例
で
あ
る
。
反
而
、
経
資
に
対
し
て
[
'
宵
知
嫡
」
の
反
乱
に
与
し
た
与
党
一
族
は
そ
の
た
め
に
所
領
を
没
収
さ
れ
た
。
武
藤
四
郎
左
衛
門
尉

が
筑
前
国
下
座
郡
内
燈
泊
田
畠
を
没
収
さ
れ
て
い
ろ
の
は
そ
の
例
で
あ
る
（
主
言
。

6
、
鞍
手
郡
筑
前
国
鞍
手
郡
に
関
係
し
た
少
弐
氏
一
族
に
式
藤
肥
前
守
某
が
あ
る
。
醍
醐
寺
文
書
（
文
相
三
年
）
卯
月
十
日
一
色
四

氏
宛
足
利
尊
氏
御
内
書
・
同
七
月
十
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
害
に
よ
る
と
、
京
都
六
条
八
幡
宮
領
罰
前
国
鞍
手
郡
武
恒
・
犬
丸
両
名
に
対

し
て
武
藤
肥
前
守
・
開
田
佐
渡
次
郎
以
下
の
輩
が
濫
妨
し
て
神
要
闊
怠
し
、
同
宮
紺
掌
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
尊
氏
は
一
色
直
氏
に
下
地
を

雑
掌
に
交
付
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

文
和
一
4

一
(
-
三
五
四
）
年
の
、
こ
の
武
藤
肥
前
守
・
開
田
佐
渡
次
郎
の
パ
条
八
幡
宮
禎
に
対
す
る
侵
害
は
尊
氏
ー
直
氏
の
命
を
排
除
し
、

現
此
に
お
い
て
し
つ
よ
う
に
続
行
さ
れ
、
酎
北
朝
時
代
の
相
つ
ぐ
戦
乱
の
中
で
、
事
実
上
の
支
配
権
は
彼
等
の
掌
巾
に
握
ら
れ
て
い
た
。

同
文
書
同

延
文
四
（
―
-
―
-
五
九
）
年
八
月
、
足
利
義
詮
が
少
弐
頻
尚
に
武
柘
・
犬
丸
・
石
松
名
等
に
対
す
る
軍
勢
の
濫
妨
を
止
め
さ
せ
ご
年
八
月
十

尉
瓢
疇
）
、
同
年
十
二
月
、
再
び
軍
勢
等
の
預
所
と
称
し
て
避
り
進
め
な
い
の
を
止
め
、
下
地
を
雑
掌
に
沙
汰
付
け
さ
せ
て
い
る
の

屁
十
二
月
七
日
足
利
）
。

は
、
如
実
に
こ
の
車
を
立
証
し
て
い
る
ご
義
詮
御
判
御
教
書

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
真
氏
の
所
領
（
川
添
）

経
平
に
は
累
資
跡
の
肥
前
国
那
久
野
（
名
護
屋
）
村
地

径
資
の
蒙
古
合
戦
勲
功
裳
に
は
筑
前
国
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

田
氏
の
本
拠
は
筑
前
国
鞍
手
郡
と
す
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。

武
藤
肥
前
守
の
実
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
北
肥
戦
誌
、
歴
代
鎮
西
要
略
、
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
等
が
伝
え
る
馬
場
肥
前
守
経
貞
か
、

の
系
統
が
或
は
こ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
高
野
山
文
書
五
巻
二

0
八
号
粥
田
庄
諸
郷
麦
目
録
注
進
状
案
に
、

、
、
、
、
、

馬
場
殿
御
所
内
四
町
一
段
廿
歩
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
推
定
に
或
程
度
の
確
実
性
を
附
与
す
る
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
、
武
藤
馬
場
氏
は
鞍
手
郡
内
の
金
剛
三
昧
院
領
粥
田
庄
の
本
庄
（
香
井
田
村
本
城
）
に
「
御
所
」

1
1

地
頭
屋
敷
を
も
つ
て
領
主
制
展

開
の
拠
点
を
す
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
進
状
案
か
ら
察
す
る
に
、
武
藤
馬
場
氏
の
門
田
門
畠
は
相
当
に
広
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

応
永
初
年
、
少
弐
氏
の
守
護
代
宗
氏
の
粥
田
庄
に
対
す
る
押
領
が
明
確
化
し
て
お
り
（
腎
鵡
言
‘
文
明
年
間
に
入
る
と
少
弐
氏
、

宗
氏
は
同
庄
一
円
を
押
領
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
（
冨
ェ
一
疇
己
一
疇
翠
一
い
旱
[
-
[
亭
一
い
豆
一
い
[
`
一
等
九
）
、
馬
場
殿
の
存
在
が

少
弐
氏
本
宗
の
同
庄
押
領
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
少
弐
氏
の
押
領
は
、
こ
の
よ
う
な
族
的
分
布
の
核
を
手
掛
り
に

し
て
実
質
的
支
配
に
転
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
て
暗
示
的
で
あ
る
。

郷
加
津
佐
村
半
分
を
料
所
と
し
て
預
け
置
か
れ
て
お
り
、

そ

「
本
庄

武
藤
馬
場
氏
が
い
か
に
し
て
鞍
手
郡
内
に
所
領
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
初
期
「
筑
前
国
鞍
手
領
」
が
源

頼
朝
の
支
配
下
に
あ
っ
た
事
は
（
鱈
疇
麟
旦
芦
戸
）
、
頼
朝
と
武
藤
資
頼
の
私
的
関
係
を
考
え
る
と
、
少
弐
氏
の
鞍
手
郡
内
の
所
領
伝
領
に
つ

深
江
家
文
書
貞
和
二
(
-
三
四
六
）
年
六
月
十
二
日
高
師
直
奉
書
に
よ
る
と
、
開
田
佐
渡
二
郎
は
肥
前
国
高
来
東

そ
の
た
め
か
北
肥
戦
誌
ニ-
1
Y

は
同
人
の
系
属
地
を
肥
前
に
し
て
い
る
が
、
開

相
良
家
文
書
康
永
二
(
-
三
四
三
）
年
十
一
月
二
十
二
日
覚
英
代
注
進
状
の
一
節
に
、
畠
山
義
顕
の
違
乱
を
除
か
ん
と
し
て
開
田
出
羽
守

ま
た
深
江
家
文
書
貞
和
七
(
-
三
五
二
）
年
五
月
日
安
富
泰
重
申
状
に
よ
る
と
、

の
頓
野
の
代
官
か
ら
円
旦
房
を
申
下
し
云
々
と
あ
り
、

「
筑
前
国
頓
野
村
躙
叩
鄭
」
と
あ
っ
て
、
開
田
氏
の
所
領
が
鞍
手
郡
の
中
で
も
生
産
力
の
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
頓
野
村
に
あ
っ
た
事
は

確
実
で
、
開
田
佐
渡
次
郎
と
同
出
羽
守
と
は
、
少
な
く
と
も
同
族
で
あ
ろ
う
か
ら
、
開
田
佐
渡
次
郎
の
武
藤
肥
前
守
と
結
ん
だ
濫
妨
は
、

因
み
に
、
開
田
出
羽
守
の
所
領
は
日
向
国
吉

以
上
の
よ
う
な
両
氏
の
鞍
手
郡
内
に
お
け
る
在
地
領
主
と
し
て
の
生
長
に
由
る
も
の
で
あ
ろ
う
ご
田
に
も
散
在
し
て
い
た
。
相
良
家
文
書
之
一
、
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―
―
九
）
。

号
麻
生
文
書
文
和
四
(
-
三
五
五
）
年
十
月
二
十
一
日
一
色
範
氏
宛
行
状
に
よ
る
と
、
麻
生
五
郎
宗
光
に
あ
て
、
筑
前
国
青
木
大
膳
亮
跡
田

地
蝉
拾
町
、
同
国
賀
伊
田
次
郎
五
郎
跡
田
地
参
拾
町
地
頭
職
を
勲
功
賞
と
し
て
宛
行
っ
て
い
る
。
賀
伊
田
次
郎
五
郎
は
開
田
佐
渡
次
郎
と

或
は
同
一
人
物
か
、
乃
至
同
族
と
認
め
ら
れ
、
地
頭
職
の
規
模
が
三
十
町
を
下
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
併
記
さ
れ
た

青
木
氏
は
鎌
倉
以
来
の
有
力
な
筑
前
御
家
人
で
あ
り
、
少
弐
氏
の
有
力
与
力
人
で
あ
っ
た
所
か
ら
す
る
と
（
暉
麟
饂
麟
麟
〗

x
i
m
涅
麟
畔
鯛
）
、

開
田
氏
も
青
木
氏
に
匹
敵
す
る
御
家
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
弐
氏
の
有
力
与
力
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い

が
、
少
弐
氏
本
宗
に
対
し
て
は
つ
き
り
被
官
化
し
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
明
証
が
な
い
。

開
田
氏
の
出
自
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
武
藤
馬
場
氏
と
共
同
戦
線
を
張
つ
て
鞍
手
郡
内
の
京
都
六
条
八
幡
宮
領
を
濫
妨
し
て

い
る
こ
と
、
開
田
出
羽
守
の
本
拠
が
同
郡
頓
野
村
に
あ
っ
た
こ
と
、
粥
田
ー
開
田
が
音
通
す
る
こ
と
な
ど
を
併
考
す
る
と
、
開
田
氏
は
粥

宗
像
社

田
庄
の
開
発
領
主
の
系
譜
に
連
な
る
在
地
領
主
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
筑
前
御
家
人
と
な
つ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
ご
否
総
文

書
目
録
に
建
武
三
年
卯
月
八
日
の
開
田
四
郎
女
子
一
。

跡
御
寄
進
状
と
あ
る
が
文
書
現
存
せ
ず
委
細
不
明

7
、
嘉
麻
郡
小
立
岩
別
符
立
岩
別
符
を
め
ぐ
る
武
藤
浄
然
と
宇
佐
宮
擬
大
宮
司
清
輔
と
の
争
論
は
、
同
別
符
の
初
見
史
料
で
あ
る

到
津
文
書
正
和
二
(
-
三
一
三
）
年
十
月
十
二
日
鎮
西
探
題
北
条
政
顕
の
下
知
状
案
に
最
も
詳
し
い
。
清
輔
の
言
い
分
で
は
、
当
別
符
は

清
輔
重
代
の
条
、
本
家
下
知
以
下
証
文
分
明
で
あ
る
の
に
、
浄
然
が
こ
れ
を
「
押
領
」
し
て
い
た
。
神
領
興
行
法
が
出
さ
れ
た
か
ら
乱
付

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

浄
然
子
息
経
広
は
六
月
十
四
日
請
文
で
、
宇
佐
宮
前
大
宮
司
公
夏
代
公
義
並
び
に
学
頭
神
昨
ら
の
訴
訟
に
つ
い
て
尋
ね
下
さ
れ
た
が
、

浄
然
の
当
別
符
不
知
行
の
子
細
を
申
し
て
い
る
か
ら
問
題
は
な
い
筈
で
あ
る
と
陳
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宇
佐
宮
小
松
領
雑
掌
浄
心
な
る

者
が
、
徳
治
二
(
-
三
0
七
）
年
十
二
月
二
十
八
日
本
所
の
下
文
を
賜
い
当
別
符
知
行
の
と
こ
ろ
、
清
輔
ら
が
浄
然
に
対
し
て
掠
め
申
す
の

到
津
文
書
元
応
元
年
十
一
月
一
。

は
理
由
が
な
い
と
申
し
立
て
た
ご
日
鎮
西
御
教
書
案
参
照

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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に
な
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

然
父
子
二
代
知
行
数
十
年
を
経
る
の
由
を
載
せ
て
い
る
か
ら
、
浄
然
の
立
岩
別
符
当
知
行
は
「
顕
然
」
で
あ
る
ー
こ
の
探
題
の
解
釈
に
随

え
ば
、
先
の
経
広
の
請
文
に
い
う
、
浄
然
の
当
別
符
不
知
行
云
々
は
、
神
領
興
行
法
の
適
用
対
象
た
る
事
を
は
ぐ
ら
か
す
た
め
の
言
い
遁

れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ー
、
興
行
法
の
主
旨
は
武
家
被
官
の
神
領
知
行
停
止
に
あ
る
か
ら
、
浄
然
が
事
を
浄
心
に
譲
り
ー
事
実
関
係
は
こ

の
よ
う
に
簡
単
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
、
清
輔
と
同
じ
社
家
側
陣
営
に
あ
る
浄
心
が
、
神
領
侵
犯
を
そ
の
領
主
制
展
開
の
必

然
的
属
性
と
す
る
武
藤
浄
然
か
ら
「
事
を
譲
ら
れ
」
た
の
も
、
興
行
法
施
行
に
と
も
な
う
社
家
側
内
部
の
利
害
関
係
の
不
一
致
、
お
よ
び

不
一
致
を
来
た
す
神
官
等
の
在
地
領
主
と
し
て
の
生
長
・
競
合
が
背
景
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
ー
、
神
領
興
行
の
対
象
か

ら
遁
避
し
よ
う
と
し
て
論
じ
申
す
の
は
無
道
で
あ
り
、

立
岩
別
符
の
名
々
は
社
家
に
返
付
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と゚

浄
然
陳
状
に
よ
れ
ば
、
武
藻
覚
然
・
浄
然
の
当
別
符
知
行
が
正
和
二
年
よ
り
数
十
年
を
遡
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

か

り
に
五
十
年
で
逆
算
し
て
も
弘
長
年
間
、
六
十
年
と
し
て
建
長
年
間
か
ら
の
知
行
に
な
る
。
浄
然
陳
状
は
興
行
法
施
行
以
前
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、

一
応
紛
飾
の
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
。
覚
然
は
宗
像
西
郷
の
項
で
考
え
た
よ
う
に
、
資
頼
の
子
為
頼
、
浄
然
は
為
頼
の

子
経
平
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
武
藤
為
頼
の
立
岩
別
符
に
お
け
る
在
地
領
主
化
の
歩
み
は
建
長
ー
弘
長
の
間
頃
に
は
既
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

武
藤
為
頼
が
関
東
下
り
衆
の
一
族
で
あ
り
な
が
ら
、
右
の
よ
う
に
立
岩
別
符
に
お
い
て
そ
の
領
主
化
の
道
を
比
較
的
容
易
に
き
り
開
き

得
た
の
は
、
雄
族
の
電
み
も
さ
る
事
な
が
ら
、
別
符
自
体
の
、
「
本
郷
•
本
荘
に
対
す
る
第
二
次
的
田
地
・
荒
野
が
別
納
の
免
判
を
得
て

⑲
)
（
渡
辺
澄
夫
「
西
国
荘

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
本
来
的
性
格
に
根
ざ
す
も
の
で
は
あ
る
ま
し
ヵ
園
研
究
の
覚
書
ー
宇

半
不
輸
領
と
な
っ
た
出
作
・
加
納
的
形
態
」

佐
宮
領
を
中
心
と
し
て
ー
」
西
日
本
一
。

史
学
会
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集

半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
覚
然
・
浄
然
の
立
岩
別
符
当
知
行
に
対
す
る
神
領
返
付
の
指
示
は
、
究
極
的
に
は
、
在
地
封
建
領
主
化
の
道
を

急
ぐ
少
弐
氏
一
族
の
行
手
を
、
得
宗
お
よ
び
そ
の
出
先
機
関
鎮
西
探
題
が
、
神
恩
報
謝
の
名
の
も
と
に
、
あ
え
な
く
も
遮
断
す
る
呈
の
も

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
対
し
て
鎮
西
探
題
は
次
の
裁
断
を
下
し
た
。

廿ち、
艮

正
安
三
(
-
三
0
一
）
年
の
浄
然
の
陳
状
で
は
、
覚
然
・
浄
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ろ。 の
で
あ
っ
た
。

浄
然
は
お
の
が
領
主
制
の
全
構
造
を
ひ
つ
さ
げ
て
こ
の
指
示
を
拒
否
し
た
。

神
領
興
行
の
下
知
に
背
い
て
立
岩
別
符
在
家
を
焼
払
っ
た
と
訴
え
、
鎮
西
探
題
は
合
屋
日
向
入
道
覚
仏
・
八
坂
左
衛
門
五
郎
入
道
々
海
に

命
じ
て
、
狼
藉
の
次
第
を
検
見
注
進
さ
せ
て
い
る
（
麟
疇
〗
疇
二
鱈
〗
戸
計
口
麟
瓢
〗
嗣
棗
同
）
。

「
鎖
西
探
題
と

当
該
紛
争
の
結
着
を
示
す
史
料
を
欠
く
が
、
別
稿
で
豊
叫
豊
後
の
宇
都
宮
・
大
友
一
族
の
場
合
を
検
証
し
た
よ
う
に
□
神
領
興
行
法
」

社

会

経

済

史

学

）

、

（

比

吉

島

文

書

弘

安

九

年
閏
十
二
月
廿
八
日

ニ
八
巻
二
号
興
行
法
が
全
き
勝
利
を
得
た
と
は
考
え
難
い
。
蒙
古
合
戦
恩
賞
地
の
配
分
に
際
し
て
「
為
宗
人
々
」

恩
賞
ご
い
わ
れ
た
経
平
（
浄
然
）
お
よ
び
そ
の
子
経
広
が
、
同
法
を
自
已
の
領
主
化
に
対
す
る
探
傷
と
し
て
う
け
と
め
乍
ら
、
抗
争
の
方

注
文
向
を
探
題
討
滅
に
探
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
幸
命
訴
申
の
折
、
検
見
注
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
合
屋
覚
仏
が
、
浄
然
は
「
古
敵
」
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
請
文
を
提
出

し
て
い
な
い
の
は
、
覚
然
・
浄
然
の
領
主
制
展
開
の
側
面
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
事
の
よ
う
で
あ
る
。

合
屋
氏
は
宇
佐
大
鏡
に
、
平
安
末
期
粥
翌
則
武
者
所
経
遠
の
所
領
と
し
て
み
え
る
、
穂
波
郡
内
合
屋
（
疇
：
麟
汀
）
に
出
づ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
同
地
は
鷲
淵
薬
師
堂
応
永
五
(
-
三
九
八
）
年
戊
寅
閏
四
月
五
日
の
古
鐘
銘
に
、
穂
波
郡
合
屋
庄
と
見
え
（

□三
鱈
麟
麟
疇
鱈
翠
）
、

庄
司
の
地
名
を
遺
す
と
こ
ろ
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
は
既
に
一
庄
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
恵
良
宏
氏
御
教
示
の

鹿
児
島
県
大
口
市
の
高
城
文
書
写
・
薩
藩
旧
記
前
編
巻
廿
九
に
よ
る
と
、
如
何
な
る
所
縁
に
由
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
南
北
朝
時

代
に
高
城
氏
の
所
領
が
、
合
屋
・
目
尾
に
散
在
し
て
い
る
。

前
記
合
屋
日
向
入
道
覚
仏
は
使
節
と
し
て
の
行
動
を
し
て
お
り
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

宇
佐
宮
擬
大
宮
司
清
輔
代
幸
命
は
、

浄
然
が

そ
の
名
字
地
と
併
せ
て
、
同
氏
が
筑
前
国
の
在
地
御
家
人
で
あ
る
事

は
確
か
で
あ
る
。
正
任
記
文
明
十
年
十
月
十
三
日
条
に
よ
る
と
、
嘉
麻
郡
下
山
田
五
町
地
麟
囀
”
芦
守
‘
穂
波
郡
榎
本
十
町
地
麟
疇
贋
耀
”

早
良
郡
山
門
庄
内
五
町
地
麟
麟
鱈
疇
度
同
五
町
地
麟
鱈
鱈
麟
疇
等
と
あ
っ
て
、
合
屋
氏
の
族
的
繁
延
と
そ
の
所
領
存
在
の
一
班
を
知
り
得

こ
の
よ
う
に
在
地
性
の
強
固
な
合
屋
氏
に
対
し
、
浄
然
が
「
古
敵
」
と
な
っ
た
の
は
、
関
東
下
り
衆
御
家
人
の
系
譜
た
る
浄
然
の
領
主
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

冬
資
に
よ
る
同
郡
内
の
地
の
桐
氏
に
対
す
る
預
け
置
き
は
、

筑
前
守
護
と
し
て
の
在

あ
る
。
足
利
尊
氏
は
二
階
堂
行
雄
に
勲
功
の
賞
と
し
て
、

制
展
開
が
、
伝
統
的
在
地
御
家
人
の
権
益
侵
害
を
―
つ
の
側
面
と
し
て
も
つ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

②
そ
の
他
筑
前
国
嘉
麻
郡
内
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
貞
経
の
本
領
注
文
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
頼
尚
の
所
領
と
し
て
は
前
表
の
よ
う

に
、
河
崎
村
が
確
か
め
ら
れ
る
。
頼
尚
跡
の
嘉
麻
郡
河
崎
村
地
頭
職
は
、
久
原
五
郎
跡
の
筑
前
国
久
原
村
、
大
穂
又
五
郎
跡
の
大
穂
村
と

久
原
五
郎
は
名
字
か
ら
判
断
し
て
粕
屋
那
、
大
穂
又
五
郎
は
宗
像
郡
の
在
地
領
主

共
に
幕
府
か
ら
宗
像
氏
俊
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、

で
、
共
に
少
弐
頼
尚
の
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

8
、
穂
波
郡

嘉
麻
郡
に
隣
接
す
る
穂
波
郡
に
も
少
弐
氏
一
族
の
所
領
が
分
布
し
て
い
た
。
文
和
三
(
-
三
五
四
）
年
十
二
月
、

範
氏
が
天
満
宮
安
楽
寺
和
歌
所
に
寄
進
し
た
穂
波
郡
国
次
名
醗
鱈
田
地
拾
町
地
頭
職
は
武
藤
豊
前
五
郎
興
恵
跡
で
あ
り
（
贔
居
）
、
肥
後

の
相
良
定
頼
、
同
庶
子
等
に
「
為
一
色
殿
（
範
氏
）
御
配
分
令
拝
領
所
領
等
注
文
」
と
し
て
、
武
藤
大
豆
田
小
五
郎
跡
の
穂
波
郡
内
大
豆

相
良
家
文
書
年
次
欠
相
良
)
‘

田
村
田
地
弐
拾
伍
町
が
あ
っ
て
ご
定
頼
並
一
族
等
所
領
注
文

9
、
筑
前
国

れ
る
。

穂
波
郡
豆
田
村
を
巾
心
に
し
た
少
弐
氏
一
族
の
配
樅
（
所
領
の
存
在
）
が
知
ら

ま
た
同
郡
内
に
は
、
延
文
四
（
一
三
五
九
）
年
四
月
、
麻
生
次
郎
三
郎
長
阿
が
足
利
義
詮
か
ら
宛
行
わ
れ
た
勲
功
賞
に
武
藤
次
郎
跡
の
同
郡

枝
国
田
地
弐
拾
町
が
あ
る
（
疇
正
亨
直
文
）
。

そ
の
他
以
上
の
外
、
筑
前
国
内
に
お
け
る
少
弐
氏
一
族
の
所
領
と
し
て
管
見
に
入
る
も
の
に
、
那
珂
郡
諸
岡
別
符
が

貞
和
二
(
-
三
四
六
）
年
後
九
月
、
参
河
国
重
原
荘
内
平
（
牛
）
田
下
切
馬
渡
小

林
参
箇
村
地
頭
職
と
共
に
、
武
藤
新
左
衛
門
尉
法
師
跡
の
諸
岡
別
符
を
宛
行
っ
て
い
る
ニ
エ
麟
1
-
J
)

。

璽
女
二
(
-
三
六
二
）
年
十
月
二
十
日
、
少
弐
冬
資
は
櫛
右
衛
門
次
郎
に
筑
前
早
良
郡
内
の
鳥
飼
五
郎
跡
鳥
飼
村
内
田
地
弐
町
、
野
介
正

智
跡
野
介
庄
内
田
地
参
町
、
広
渡
跡
同
郡
内
田
地
壱
町
、
時
任
孫
太
郎
入
道
跡
七
隈
内
田
地
参
町
等
の
地
頭
職
を
兵
粗
料
所
と
し
て
預
け

置
い
て
い
る
が
(
”
文
）
、
こ
の
櫛
氏
は
早
良
郡
内
の
、

市
大
字
四
ケ
に
そ
の
ま
ま
明
法
寺
住
職
と
し
て
居
住
）
、

元
寇
以
来
の
地
頭
御
家
人
の
家
で
あ
る
か
ら
（
そ
の
後
裔
は
視
在
、
同
氏
発
祥
の
福
岡

一
色
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(
3
)

宗
像
神
社
所
在
阿
弥
陀
経
石
追
刻
文
中
の
寄
進
文
に
み
え
る
地
頭
張
氏
お
よ
び
母
王
氏
に
つ
い
て
、
森
克
己
博
士
は
訂
正
宗
像
大
宮
司
系
譜
・
宗

像
神
社
文
書
等
に
よ
っ
て
、
王
氏
は
氏
実
の
妻
、
張
氏
は
氏
実
の
子
氏
忠
の
妻
と
し
て
、
王
・
張
両
氏
は
当
時
大
宰
府
に
居
留
し
た
宗
の
豪
商
に
相
違

な
い
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
（
亨
三
謬
讀
疇
馴
囁
）
こ
れ
に
対
す
る
長
沼
賢
海
氏
の
反
論
も
あ
る
か
（
夏
鱈
疇
這
“
況
」
）
森
博
士
の
再
論
挙
証
（
星

□繹
履

）
に
従
い
た
い
。

る
中
国
商
人
の
性
格
」

歴
史
地
理
八
四
巻
四
号
、

三
十
四
、
系
譜
小
伝

(
4
)

筑
後
国
史
、
は
資
頼
の
子
と
し
て
為
頼
を
掲
げ
「
武
藤
杢
之
助
、
童
名
万
歳
丸
」
と
し
て
い
る
。
さ
す
れ
ば
為
頼
ー
木
工
助

ナ
大
宰
少
弐
系
図

入
道
ー
覚
然
は
同
一
人
物
で
あ
る
。

（
マ
、
）

(
5
)
到
津
文
書
正
和
五
(
-
三
一
六
）
年
閏
十
月
二
日
宇
佐
公
宣
下
知
状
に
み
え
る
深
水
武
藤
三
郎
秋
氏
は
武
藤
三
郎
能
氏
と
同
一
人
で
は
な
い
か
と

み
ら
れ
る
。
な
お
、
小
山
田
文
書
四
0
号
文
保
三
(
-
三
一
九
）
年
二
月
十
四
日
鎖
西
御
教
書
案
に
、
豊
前
国
野
仲
郷
内
田
地
五
段
の
事
に
つ
い
て
の

訴
人
と
し
て
深
水
権
擬
少
宮
司
高
継
が
み
え
る
。

(
6
)

昭
和
二
年
十
月
刊
『
糸
島
郡
誌
』
に
は
、
原
田
種
直
の
居
館
址
と
し
て
、

註

地
武
士
組
織
の
た
め
の
預
け
置
き
で
あ
っ
て
、
単
な
る
空
手
形
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
、
逆
に
少
弐
氏
本
宗
の
早
良
郡
内
に
お
け
る
広

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

大
宰
駿
河
入

汎
な
権
益
の
存
在
を
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
榊
氏
に
対
し
て
冬
資
は
先
に
自
己
の
本
領
肥
前
与
賀
庄
内
の
田
地
五
町
を
給
分
と
し
て
与
え

）
右
の
早
良
郡
内
の
諸
田
地
も
或
は
本
領
に
準
ず
る
所
領
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

樽
文
書
延
文
六
年
六
月
十
、

て
お
り
了
九
日
少
弐
冬
資
宛
行
状

武
藤
平
井
又

ま
た
、
阿
蘇
文
書
建
徳
三
（
一
三
七
二
）
年
三
月
二
十
四
日
征
西
将
軍
宮
令
旨
写
に
、
「
筑
前
国
（
早
良
郡
）
山
門
庄
領
家
職
次
郎
孫
七
跡

平
井

と
あ
り
、
同
文
書
天
授
元
(
-
三
七
五
）
年
十
月
十
三
日
同
令
旨
写
に
、
「
筑
前
国
山
門
庄
領
家
職
奮
」
と
あ
る
。
同
文
書
天
授
二
年
九

月
二
日
大
宰
駿
河
入
遺
宛
征
西
将
軍
宮
令
旨
写
で
は
、
山
門
郷
の
下
地
を
仕
家
雑
掌
に
沙
汰
付
け
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
右
の
文
書
は

筑
前
国
山
門
荘
領
家
職
を
武
藤
平
井
又
次
郎
孫
七
が
所
有
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

武
藤
平
井
氏
は
経
資
の
子
盛
氏
か
ら
出
た
少
弐
氏
巾
の
宗
徒
の
一
族
で
あ
り
、
山
門
庄
を
一
拠
点
と
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。
孫
七
の
実

名
は
分
ら
な
い
が
、
北
肥
戦
誌
望
~
ご
に
は
平
井
豊
前
守
尚
経
や
平
井
蔵
人
大
夫
資
貞
の
軍
事
活
動
を
記
し
て
い
る
。
な
お
、

道
の
実
名
も
比
定
し
得
な
い
が
、
少
弐
氏
一
族
中
の
南
軍
に
与
し
て
い
た
者
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

大
字
東
八
幡
宮
の
東
約
―
町
に
あ
り
、
右
は
周
囲
に
池
あ
り
し
も
の
の
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

如
し
、
今
は
畠
と
な
れ
り
一
立
亡
＿
と
伝
え
、
そ
の
募
に
つ
い
て
、
大
字
東
八
幡
宮
の
東
方
林
叢
中
に
碑
石
あ
り
、
種
直
が
墓
な
り
と
云
い
伝
ふ
、
碑
石
損

傷
し
て
明
な
ら
ず
言
巴
と
伝
え
て
い
る
。

(
7
)
資
能
の
官
途
に
つ
い
て
は
、
尊
卑
分
脈
は
じ
め
諸
系
図
類
に
襲
前
守
を
あ
げ
て
筑
後
守
に
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
帯
前
々
司
の
文
書
は
出
光
佐
三
氏

硯
蔵
文
書
正
嘉
元
年
四
月
十
四
日
六
波
羅
施
行
状
の
宛
名
が
そ
の
最
後
で
、
宗
像
神
社
文
書
正
嘉
元
年
七
月
十
日
以
降
筑
後
守
で
あ
る
。
こ
の
間
に
筑

後
守
に
任
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

1
0
 

(
8
)

こ
の
筑
前
原
田
城
は
肥
後
原
田
城
と
紛
ら
わ
し
い
。
相
良
家
文
書
興
国
二
年
壬
四
月
廿
八
日
相
良
祐
長
軍
忠
状
案
＼
に
よ
る
と
、
腿
国
元
（
一

！
号

三
四
0
)
年
六
月
二
十
日
、
相
良
祐
長
は
少
弐
頼
尚
の
苦
党
以
下
の
循
籠
る
原
田
城
に
押
寄
せ
て
合
戦
を
挑
み
焼
払
っ
て
い
る
。
こ
の
原
田
城
は
筑
前
原

田
庄
内
の
そ
れ
で
は
な
く
、
同
文
書
―
ニ
―
号
‘
―
二
二
号
等
に
い
う
肥
後
国
「
八
代
庄
原
田
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
原
田
城
が
筑
前
の
そ
れ
で

あ
る
と
し
、
遠
く
肥
後
南
軍
の
攻
撃
を
受
け
た
と
解
す
る
の
は
当
る
ま
い
。

(
9
)
原
田
氏
に
対
し
て
少
弐
氏
は
、
直
接
に
血
縁
的
関
係
を
結
ん
で
こ
れ
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
あ
る
。
太

平
記
巻
十
五
少
弐
菊
池
合
戦
事
に
、
少
弐
貞
経
の
婿
と
し
て
原
田
対
馬
守
が
み
え
て
い
る
が
、
文
学
的
虚
構
と
の
み
片
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

(10)

南
北
朝
時
代
原
田
氏
一
族
の
筑
前
深
江
氏
に
つ
い
て
、
糸
島
郡
二
丈
村
深
江
の
藤
崎
マ
リ
子
氏
所
蔵
文
書
が
あ
る
け
れ
ど
も
（
水
崎
雄
文
氏
の
御

示
教
に
よ
る
）
、
南
北
朝
時
代
関
係
分
は
み
な
写
し
で
あ
り
史
料
吟
味
の
必
要
も
あ
る
の
で
本
文
記
述
に
含
ま
せ
な
か
っ
た
。

な
お
、
鎖
西
探
題
北
条
英
時
誅
伐
の
折
、
筑
後
国
の
原
田
氏
一
族
で
あ
る
三
原
九
郎
種
附
が
そ
の
軍
忠
状
に
「
原
田
大
夫
種
直
五
代
孫
子
」
（
こ
冑

）
と
た
か
ら
か
に
自
称
し
て
い
る
の
も
、
錬
倉
時
代
原
田
氏
一
族
の
お
か
れ
て
い
た
立
場
と
鎖
四
探
題
ー
維
倉
幕
府
に
対
す
る
姿
勢
と
を
窺

元
弘
三
年

八
月
日

わ
せ
る
。

(11)

京
都
醍
醐
寺
の
子
院
円
光
院
の
末
寺
領
に
筑
前
国
三
宅
寺
が
あ
り
、
領
家
は
個
寿
円
、
寮
治
五

(
1
0
九
一
）
年
に
末
寺
と
し
て
寄
進
し
た
も
の
で

『
醍
醐
寺
雑
事
。
ヽ

田
数
五
十
町
、
寺
家
へ
の
年
貢
は
三
十
石
で
あ
っ
た
二
記
』
二
四
頁
。
）
オ
文
の
筑
前
国
三
宅
小
郷
は
、
或
い
は
こ
れ
と
関
係
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
2
)南
北
朝
時
代
立
岩
別
符
を
濫
妨
し
た
と
伝
え
ら
れ
（
疇
暉
芦
疇
鱈
麟

□麟
虹
叩
）
宇
佐
宮
寺
舟
七
ケ
条
（
〗
麟
鱈
疇
麟
暉
）
て
「
筑
前
国
立
岩
事

依
有
由
緒
、
内
山
田
五
郎
当
知
行
」
と
伝
え
ら
れ
る
内
山
田
氏
あ
た
り
が
、
当
別
符
の
開
発
主
体
に
連
な
る
在
地
領
主
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ

る。
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先
ず
は
立
証
で
き
な
い
。

資
能
の
豊
前
守
護
職
は
寛
喜
二
(
―
二
三
0
)
年
五
月
か
ら
弘
安
四
(
―
二
八
一
）
年
六
月
の
戦
死
ま
で
明
証
が
あ
り
、
そ
の
後
、
弘
安

ゞ
佐
藤
進
一
『
錬
倉
幕
府
守
護
制
度
）

七
年
二
月
備
前
守
某
が
同
国
守
護
と
し
て
現
わ
れ
る
ま
で
、
何
人
が
守
護
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
力
7

の
研
究
』
一
六
四
頁
ー
一
六
五
頁

資
能
の
子
景
資
が
父
と
同
じ
く
豊
前
守
の
受
領
名
を
称
し
（
瞬
鴫
）
、
弘
安
八
年
霜
月
騒
動
の
余
波
と
し
て
、
景
資
が
兄
経
資
に
対
し
て
戦

っ
た
岩
門
合
戦
の
際
、
そ
の
支
持
基
盤
の
最
も
重
要
な
地
域
が
豊
前
国
で
あ
り
、
か
つ
後
述
の
よ
う
に
、
豊
前
国
の
在
地
領
主
が
既
に
景

資
の
被
官
人
に
な
っ
て
い
る
明
証
に
接
し
得
る
点
な
ど
を
併
せ
考
え
る
と
、
資
能
の
皿
器
前
国
に
有
し
た
諸
権
限
は
主
と
し
て
景
資
に
引
き

継
が
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
豊
前
守
護
職
に
つ
い
て
も
、
或
は
景
資
が
引
き
継
ぎ
帯
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想

像
も
廻
ら
さ
れ
る
が
、
景
資
敗
死
の
弘
安
八
年
と
、
備
前
守
某
の
豊
前
守
護
職
所
見
弘
安
七
年
史
料
と
が
一
年
く
い
違
つ
て
い
る
の
で
、

景
資
の
所
領
で
、
史
料
上
た
ま
／
＼
明
証
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
筑
前
国
久
重
楽
万
地
頭
職
、
同
国
志
登
社
地
頭
職
十
数
町
、
肥
前

国
那
久
野
（
名
護
屋
）
村
地
頭
職
、
肥
後
国
球
磨
郡
永
吉
庄
預
所
職
二
冨
嗣
鯛
11)
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
景
資
の
祖
父
資
頼
が
「
岩
門
少
卿

（
原
田
）
種
直
跡
三
千
七
百
町
」
を
拝
領
し
た
と
い
う
武
藤
系
図
の
所
伝
は
、
何
か
拠
る
所
の
あ
る
記
事
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
か
ら
一

代
し
か
隔
て
な
い
景
資
の
所
領
が
、
そ
の
間
の
分
割
相
続
を
考
慮
に
入
れ
て
も
相
当
広
大
で
あ
っ
た
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
原
田

種
直
の
根
拠
地
は
筑
前
国
那
珂
郡
東
郷
岩
門
、
恰
土
郡
原
田
庄
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
九
州
官
軍
の
軍
事
的
拠
点
と
し
て
最
重
要
視
さ

れ
た
岩
門
は
（
疇
疇
祠
履
）
、
資
頼
か
ら
資
能
を
経
て
景
資
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

?

J

 

0
 

↑
 ー
、
豊
前
国
と
少
弐
景
資 三
、
豊豊

前
国
は
鎌
倉
時
代
に
少
弐
（
武
藤
）
氏
が
一
時
守
護
と
な
つ
て
い
た
国
で
あ
り
、
南
北
朝
時
代
前
半
は

少
弐
頼
尚
が
同
守
護
職
に
あ
り
、
同
国
は
少
弐
氏
の
本
拠
地
筑
前
に
隣
接
し
、
そ
の
権
益
の
扶
植
は
他
国
に
比
べ
て
逢
か
に
容
易
で
あ
っ

前

国

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

復
の
念
は
そ
れ
だ
け
熾
烈
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

あ
る
。

（
法
名
妙
願
）

景
資
の
勢
力
を
支
え
た
基
盤
を
、
比
志
島
文
書
弘
安
九
(
―
二
八
六
）
年
閏
十
二
月
二
十
八
日
の
恩
賞
注
文
に
つ
い
て
み
る
限
り
、
筑
前

国
那
珂
東
郷
岩
門
、
お
よ
び
同
国
小
山
田
村
を
拠
点
と
す
る
金
田
六
郎
左
衛
門
尉
時
通
，
盆
広
入
ら
推
し
て
豊
前
園
金
田
庄
に
有
縁
の
人
物
か
と
も

思
わ
れ
る
）
と
豊
前
国
を
拠
点
と
す
る
兵
庫
馬
二
郎
兵
衛
尉
、
兵
庫
馬
三
郎
能
範
を
二
大
支
柱
と
し
て
い
に
。

後
二
者
は
宇
佐
郡
高
並
村
を
本
貫
地
と
し
、
津
布
佐
庄
散
在
恒
松
名
に
地
頭
職
を
有
し
て
い
た
宇
佐
系
の
靡
並
氏
で
、
経
範
・
能
範

）
宇
佐
薬
丸
文
書
•
宮
成
文
書
、
肥
前
有
浦
文
書
、
前
褐
比
志
島
文
書

恵
良
宏
「
豊
前
国
の
鎌
倉
御
家
人
」
。

の
兄
弟
で
あ
三
に
つ
い
て
⇔
（
補
遣
）
史
創
6

高
並
氏
は
豊
前
国
佐
野
次
郎
丸
・
小
犬
丸
・
安
古
•
吉
久
・
久
光
（
下
毛
郡
）
、

等
に
よ
る
と
、

肥
前
国
松
浦
庄
内
加
々
良
島
田
在
家
、
同
甘
木
村
等
を
有
し
て
い
た
。

弘
安
八
年
の
岩
門
合
戦
に
は
、
兄
弟
が
景
資
の
「
被
官
人
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
筑
前
に
お
け
る
景
資
の
有
力
被
官
で
あ
っ
た
か
と

こ
の
際
、

彼
が
か
つ
て
景
資
の
被
官
で
、

岩
門
合
戦
に
与
党
し
、

全
得
・
得
弘
・
得
永
・
千
万
の
各
名
、

思
わ
れ
る
金
田
氏
と
共
に
こ
れ
に
与
党
し
、
少
弐
氏
惣
領
経
資
と
戦
つ
て
、
敗
れ
た
。

）
、
正
和
の
神
領
興
行
に
際
し
て
は
、
能
範
（
妙
願
）
は
、

賤
後
、
薗
禰
崎
元
一
文
書
六
号
、

そ
の
た
め
右
の
所
領
は
殆
ん
ど
没
収
さ
れ
（
『
大
分
県
史
料
』
①
第
二
部
四
二
八
貞

、
（
拙
誓
鎖
西
探
題
と
神
伯
葬
行
法
」
）
。

「
御
家
人
た
ろ
の
上
、
出
家
の
身
な
り
」
と
い
う
珂
由
で
千
万
名
を
宇
佐
宮
に
返
付
さ
せ
ら
れ
て
し
る
社
会
経
済
史
学
二
八
巻
三
号

か
つ
敗
北
し
て
い
た
と
い
う
事
は
決
し
て
有
利
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

と
も
あ
れ
、
少
弐
景
資
が
在
地
宇
佐
系
の
御
家
人
高
並
氏
を
被
官
に
し
て
豊
前
国
内
に
お
け
る
権
力
機
構
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
し
て
い

た
事
は
注
目
に
値
す
る
。
同
時
に
、
景
資
の
誅
滅
に
よ
っ
て
そ
れ
が
壊
滅
し
た
事
は
、
守
護
職
の
改
替
と
共
に
、
少
弐
氏
の
豊
前
国
に
お

け
る
、
以
後
の
権
益
獲
得
（
お
よ
び
擁
護
）
の
道
を
極
め
て
困
難
な
も
の
に
し
た
。
南
北
朝
動
乱
期
に
入
っ
て
か
ら
の
頼
尚
の
豊
前
失
地
回

右
の
岩
門
合
戦
は
、
中
央
幕
府
政
界
に
お
け
る
御
内
人
と
御
家
人
と
の
対
立
抗
争
の
激
化
し
た
霜
月
騒
動
の
地
方
的
波
及
の
一
現
象
で

あ
る
が
、
蒙
古
合
戦
を
機
と
し
て
安
達
氏
と
の
共
同
意
識
を
深
め
、
鎮
西
御
家
人
に
対
す
る
軍
事
的
統
制
力
を
強
め
た
少
弐
景
資
の
、
兄
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吉
田
村
は
、

同
村
に
関
す
る
主
要
史
料
で
あ
る
吉
田
村
の
氏
社
吉
田
神
社
の
文
書
（
北
九
州
市
小
倉
区
平
野
氏
孝
氏
所
蔵
）
に
よ
る
と
、
南

北
朝
以
降
主
と
し
て
吉
田
保
（
疇
鱈
〗
疇
[
詞
鱈
麟

□[
〗
疇
エ
大
）
を
称
し
て
お
り
、
吉
田
庄
を
称
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
直
〗
[
[
鱈
亭
凰
叫

進
状
そ
）
。
ま
た
吉
田
郷
と
い
つ
て
い
る
例
も
あ
る
（
『
防
長
風
土
記
注
進
案
』
12

―
ニ
ニ
頁
、
）
。
然
し
、
鎌
倉
末
期
・
南
北
朝
初
期
の
史
料
は
概

の

他

明

徳

三

年

八

月

三

日

大

内

義

弘

寄

逃

状

平
野
文
書
元
徳
二
年
十
一
月
十
一
。
同
一
地
域
に
対
し
て
保
・
庄
・
郷
・
村
と
こ
も
ご
も
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、

一
一
日
武
藤
崇
観
寄
進
状
そ
の
他

し
て
吉
田
村
を
称
し
て
い
る

そ
の
形
成
の
原
初
形
態
は
、
現
存
史
料
に
徴
す
る
限
り
、
吉
田
村
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

吉
田
村
の
形
成
は
、
後
掲
宗
智
申
状
に
従
え
ば
、
吉
田
氏
「
先
祖
開
発
の
私
領
」
で
あ
り
、
地
頭
職
の
実
態
と
し
て
は
、

村
地
頭
職
の
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
。
庄
園
領
主
の
支
配
や
既
成
在
地
領
主
の
抵
抗
も
少
な
く
、
入
部
開
発
の
労
苦
に
報
わ
れ
な
が
ら
、
比
較

的
容
易
に
在
地
領
主
化
の
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
少
弐
氏
一
族
の
中
で
開
発
の
私
領
主
を
称
す
る
の
は
こ
の
吉

田
氏
だ
け
で
あ
る
。

）
に
よ
る
と

続
群
書
類
従
第
六
輯
上
、

武
藤
系
図
（
三
一
八
頁
・
三
ニ
ニ
頁

、
る
。

し 拠
と
す
る
武
藤
吉
田
氏
が
あ
る
。

領
権
の
確
立
を
見
た
よ
う
な
外
観
を
と
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
内
部
的
な
一
族
の
陶
汰
は
甚
だ
し
く
、

経
資
に
対
す
る
嫡
庶
間
の
対
立
と
い
う
形
で
顕
現
し
た
。
経
資
の
有
す
る
鎮
西
支
配
に
占
め
る
諸
権
限
の
景
資
に
よ
る
纂
奪
を
そ
の
本
質

と
す
る
合
戦
で
あ
る
（
瓢
冨
ニ
ニ
亨
ハ
疇
順
麟
鱈
麟
叫
[
)
。
乱
の
結
果
は
幕
府
の
苦
し
ん
で
い
た
恩
賞
地
配
分
問
題
の
解
決
に
絶
好
の
好
餌

を
与
え
る
事
と
な
り
、
九
州
に
お
け
る
得
宗
専
制
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
事
に
な
る
が
、
少
弐
氏
一
族
自
体
に
即
し
て
み
れ
ば
、
経
資
の
惣

一
族
全
体
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、

2
、
企
救
郡
吉
田
村
（
保
）
豊
前
国
に
お
け
る
少
弐
氏
一
族
と
し
て
史
料
上
そ
の
存
在
を
確
か
め
得
る
も
の
に
、
企
救
郡
吉
田
村
を
本

吉
田
村
は
足
立
山
塊
の
南
麓
、
規
矩
郡
の
周
防
灘
よ
り
の
地
域
に
含
ま
れ
、
尻
在
、
上
吉
田
・
中
吉
田
・
下
吉
田
の
大
字
が
遣
存
し
て

得
宗
の
進
出
に
対
し
て
一
歩
後
退
弱
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

い
わ
ゆ
る
一
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

と
な
り
武
藤
系
図
に
合
致
し
な
い
。
恐
ら
く
同
系
図
の
資
家
前
後
の
間
に
脱
落
・
誤
記
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
5

宗
智
申
状
に
よ
る
と
、
鎮
西
探
題
北
条
英
時
誅
伐
の
際
、
宗
智
同
子
息
楽
一
小
次
郎
景
村
の
軍
功
に
よ
っ
て
、
建
武
元
年
十
一
月
二
十
五

日
、
誅
伐
の
賞
と
し
て
肥
後
国
堅
志
田
郷
半
分
を
宛
給
さ
れ
た
が
、
阿
蘇
大
宮
司
惟
直
が
甲
佐
社
領
内
と
号
し
て
支
え
申
し
、
結
局
、
宗

智
が
手
を
空
し
く
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
豊
前
国
吉
田
村
は
先
祖
開
発
の
私
領
で
あ
り
、
同
村
内
田
中
名
（
鱈
戸
：
瓢
鰐
小
）
は
亡
父
定

頓

西
の
譲
り
を
帯
し
て
当
知
行
相
違
な
き
地
で
、
総
領
職
は
舎
兄
武
藤
新
左
衛
門
入
道
崇
観
村
の
領
知
で
あ
っ
た
が
、
素
観
は
規
矩
高
政
に

与
同
し
て
闘
所
に
な
っ
た
、
武
勇
合
戦
の
法
は
父
子
兄
弟
の
情
を
こ
え
る
も
の
で
あ
り
、
崇
観
は
朝
敵
で
あ
る
か
ら
、
璽
代
本
領
を
以
て

勲
功
の
賞
に
行
わ
れ
る
よ
う
申
す
の
は
理
致
に
背
か
な
い
で
あ
ろ
う
、
宗
智
お
よ
び
景
村
は
、
英
時
誅
伐
、
高
政
謀
叛
、
越
後
左
近
将
監

入
道
・
上
野
四
郎
入
道
等
謀
叛
に
は
抜
群
の
忠
を
抽
ん
で
て
い
る
か
ら
、
堅
志
田
郷
を
沙
汰
付
け
し
て
頂
く
か
、
本
領
吉
田
村
を
宛
行
わ
れ

新
左
衛
尉

ー
頼
村

法
名
定
西

法
名
崇
観

．
頼
宗

楽
一
孫
次
郎

景
村

孫
次
郎

頼
景
I

I

,

I

I

法
名
宗
智

よ
れ
ば
、
同
氏
の
系
譜
は

頓
平
|
—
資
頼
（
疇
疇
）

右

衛

門

吉

田

小

次

郎

於

頼
平
四
男

ー

ー

資

家

景

村

左

衛

門

吉

田

四

郎

左

衛

門

尉

弘

安

四

年

尉

有

智

山

討

死

ー

ー

宗

平

頼

安

資

時

刑

部

丞

、

後

右

衛

門

尉

、

此

人

在

奥

尉

蒙

古

戦

於

壱

岐

嶋

討

死

(13) 

と
な
つ
て
お
り
、
武
藤
吉
田
氏
は
、
資
頼
の
弟
で
奥
州
に
居
た
宗
平
に
出
で
、
頼
安
を
経
て
資
時
の
時
に
始
め
て
吉
田
を
姓
し
て
い
る
。

資
時
は
弘
安
の
役
に
壱
岐
嶋
瀕
戸
浦
で
戦
死
し
た
。

武
藤
吉
田
氏
の
吉
田
保
入
部
土
着
は
、
間
接
的
に
は
資
頼
の
豊
前
守
護
職
帯
任
を
緑
と
し
、
直
接
に
は
蒙
古
襲
来
の
事
に
よ
っ
て
お
こ

頼

な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
土
佐
国
露
簡
集
残
篇
所
収
建
武
三
(
-
三
三
六
）
年
閏
十
月
日
吉
田
孫
次
郎
入
道
宗
智
晨
巾
状
お
よ
び
系
譜
に
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た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

宗
智
の
主
旨
は
当
知
行
の
実
の
見
込
み
の
薄
い
堅
志
田
郷
の
給
付
よ
り
も
、
確
実
性
の
あ
る
本
領
吉
田
村
総
領
職
の
宛
行
い
を
望
ん
で

い
た
よ
う
で
あ
り
、
建
武
期
内
乱
を
機
と
す
る
庶
子
の
総
領
職
奪
取
の
現
象
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(14) 

平
野
文
書
に
よ
る
と
、
崇
観
は
元
癒
二
(
-
三
二
0
)
年
十
一
月
十
一
日
、
霜
月
御
祭
礼
に
稗
畑
四
段
廿
を
氏
社
に
寄
進
し
、

（
一
三
三
五
）
年
四
月
二
十
五
日
、
宿
願
に
よ
っ
て
、
龍
王
宮
・
八
幡
宮
、
氏
社
等
に
神
田
を
寄
進
し
て
い
る
。

後
者
は
寄
進
地
分
だ
け
で
あ
る
か
ら
吉
田
氏
の
所
領
の
全
貌
を
窺
知
し
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
崇
観
が
三
段
、

ま
え
る
所
領
経
営
を
基
礎
に
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
惣
領
職
の
規
模
も
か
な
り
の
程
度
あ
っ
た
ろ
う
。

頼
ゞ

吉
田
村
は
崇
観
の
父
定
西
、
力
開
発
領
掌
し
来
っ
た
根
本
私
領
で
あ
る
か
ら
下
地
進
止
権
は
最
初
か
ら
こ
れ
を
所
有
し
て
い
た
ろ
う
。

宗

定
西
は
崇
観
に
惣
領
職
を
譲
り
、
宗
智
に
同
村
内
田
中
名
を
譲
っ
た
。
錦
倉
時
代
末
期
迄
は
、
宗
智
は
素
観
の
惣
領
支
配
に
従
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
崇
観
は
名
主
、
作
人
に
所
領
を
分
割
耕
作
さ
せ
、
年
貢
所
当
を
収
取
す
る
と
い
う
所
領
の
経
営
・
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
。

こ
の
体
制
が
建
武
内
乱
の
勃
発
と
共
に
く
ず
れ
、
宗
智
の
惣
領
崇
観
に
対
す
る
対
抗
と
独
立
が
政
治
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
明
確
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

(15) 

そ
の
後
の
崇
観
・
宗
智
間
の
嫡
庶
関
係
が
い
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
示
す
史
料
は
全
く
管
見
に
入
ら
な
い
。
然
し
惣
領
崇
観
に
よ

る
一
族
支
配
は
建
武
内
乱
を
契
機
と
し
て
宗
智
に
断
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
惣
領
に
よ
る
再
統
制
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

く
、
両
者
恐
ら
く
南
北
両
軍
に
系
属
し
て
そ
の
対
立
を
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北
肥
戦
誌
履
戸
缶
~
嘉
い
ぉ
よ
び
武
藤
系
図
に
よ
る
と
、
少
弐
貞
経
の
宗
徒
の
一
族
と
し
て
、

て
お
り
、
景
村
は
貞
経
と
共
に
有
智
山
に
戦
死
し
て
い
る
。
吉
田
氏
の
庶
子
家
頼
景
ー
景
村
が
少
弐
氏
本
宗
に
属
し
て
い
た
事
は
明
ら
か

で
あ
る
。
吉
田
氏
惣
領
家
は
北
条
氏
残
党
の
蜂
起
に
与
し
て
敗
れ
、
庶
子
家
は
景
村
の
有
智
山
戦
死
を
以
て
没
落
し
、
吉
田
氏
は
結
局
南

北
朝
時
代
を
出
で
な
い
内
に
没
落
し
去
っ
た
と
み
ら
杞
る
。
吉
田
氏
の
後
の
吉
田
村
は
し
ば
ら
く
田
原
氏
・
松
浦
氏
の
権
益
が
錯
~
し
、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

一
段
等
の
作
人
を
ふ

頼
景
の
子
、
吉
田
小
次
郎
景
村
を
挙
げ

元
弘
四
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る。 村、

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

よ
る
と
r

頼
尚
跡
の
筑
前
遠
賀
庄

一
色
範
氏
が
豊
前
に
お
け
る
少
弐

『
防
長
風
土
記
注
進
案
』
12

―
ニ
ニ
頁
、
明
徳
三
）
。

后
八
月
三
日
氷
上
山
衆
徒
宛
大
内
義
弘
寄
進
状

そ
の
後
大
内
氏
の
支
配
下
に
漸
次
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た

現
在
の
勝
山
町
に
所
在
す
る
黒
田
庄
は
、
大
友
文
書
観
応
二
(
-
三
五
一
）
年
十
一
月
二
日
足
利
尊
氏
下
文
に

二
日
に
は
こ
の
下
文
と
観
応
二
年
十
二
月
十
九
日
の
下
文
と
に
任
せ
、
大
友
氏
時
に
交
付
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
頼
尚
の
所
領
で
あ
っ
た

事
を
認
め
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
貞
経
の
本
領
と
し
て
は
書
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
或
い
は
頼
尚
の
代
に
な
つ
て
か
ら
、
そ
の
豊
前
守
護

職
帯
任
に
と
も
な
い
新
た
に
獲
得
し
て
い
た
所
領
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
伝
領
、
規
模
、
収
取
関
係
、
少
弐
氏
の
同
庄
に
占
め
る
地

位
等
々
一
切
不
明
。

4
、
そ
の
他

（
現
、
京
都
郡
）

豊
前
国
内
に
頼
尚
の
所
領
が
右
以
外
に
も
存
在
し
て
い
た
事
は
確
実
で
、
頼
尚
の
子
冬
資
が
豊
前
仲
津
郡
大
豆
俵
村
を

出
光
佐
三
氏
硯
蔵
文
書
璽
女
元
）
。

筑
前
宗
像
神
社
に
寄
進
し
て
い
る
事
か
ら
も
逆
推
で
き
る
ご
テ
八
月
五
日
少
弐
冬
資
寄
進
状
ま
た
少
弐
頼
尚
の
宗
徒
の
家
人
饗
庭
弾
正
左

(18) 

衛
門
尉
の
所
領
が
同
じ
豊
前
京
都
郡
内
苅
田
庄
に
あ
り
、
こ
れ
は
先
の
黒
田
庄
と
共
に
、
恐
ら
く
頼
尚
の
豊
前
経
営
の
基
地
で
あ
っ
た
ろ

大
友
家
文
書
録
文
和
元
年
十
-
°

ぅ
7
月
廿
二
日
足
利
義
詮
下
文

観
応
元
(
-
三
五
0
)
年
十
二
月
、

一
色
範
氏
は
宇
都
宮
公
景
に
元
永
弥
次
郎
入
道
跡
豊
前
国
元
永
村
、
薩
摩
彦
次
郎
跡
肥
後
国
岩
野

壱
岐
弥
八
郎
跡
同
国
木
葉
村
を
武
藤
対
馬
左
近
将
監
入
道
跡
豊
前
国
（
田
川
郡
）
伊
加
田
庄
と
共
に
勲
功
の
賞
と
し
て
宛
行
っ
て
い

伊
加
田
（
伊
方
）
庄
は
、
建
久
三
（
一
―
九
二
）
年
二
月
ま
で
地
頭
貞
種
（
大
蔵
氏
力
）
の
所
領
で
あ
っ
た
が
、

討
不
参
の
過
怠
に
よ
っ
て
宇
都
宮
氏
に
移
つ
て
い
た
も
の
で
戸
虹
町
）
、
い
か
な
る
事
情
で
武
藤
対
馬
左
近
将
監
入
道
が
地
頭
職
を
得
て
い

た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
宇
都
宮
公
景
に
対
す
る
同
庄
の
宛
行
い
は
、
事
実
上
は
安
堵
で
あ
ろ
う
。

頼
尚
の
勢
力
を
封
殺
す
る
に
は
、

こ
の
種
の
安
堵
、
宛
行
い
が
極
め
て
有
効
な
措
置
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

武
藤
対
馬
左
近
将
監
入
道
は
少
弐
氏
一
族
で
本
宗
頼
尚
を
、
豊
前
の
在
地
領
主
元
永
弥
次
郎
入
道
等
と
共
に
強
力
に
支
持
す
る
も
の
で

3
、
京
都
郡
黒
田
庄

同
国
宗
像
西
郷
と
共
に
頼
尚
跡
と
し
て
大
友
氏
泰
に
与
え
ら
れ
、
文
和
三
(
-
三
五
四
）
年
二
月
十

同
人
の
貴
界
島
、
奥
州
追
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あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
。
他
の
薩
摩
彦
次
郎
、
壱
岐
弥
太
郎
も
肥
後
国
内
に
あ
っ
て
頼
尚
を
支
持
す
る
在
地
領
主
と
考
え
ら
れ
る
。
少
弐
氏

も
他
の
守
護
家
と
同
様
に
、
南
北
朝
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
南
北
両
朝
に
分
属
し
て
、
一
族
内
部
の
深
刻
な
分
裂
抗
争
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
契
機
を
明
ら
か
に
示
す
史
料
に
は
恵
ま
れ
ず
、
現
象
的
に
跡
職
給
付
の
形
か
ら
帰
納
し
て
、
若
干
の
具
体
例
を
挙
示
し
得
る
に
す
ぎ

豊
前
関
係
の
少
弐
氏
一
族
の
所
領
と
し
て
は
、
右
以
外
に
、
足
利
尊
氏
か
ら
大
宰
筑
後
左
近
将
監
資
経
が
勲
功
の
賞
と
し
て
伊
予
国
津
根

庄
内
寒
河
村
以
下
の
替
り
に
宛
行
わ
れ
た
長
副
村
疇
鱈
地
頭
職
が
あ
る
が
（
疇
暉
喜
麟
疇
馴
鴨
琶
‘

尊
氏
の
九
州
牽
制
策
の
た
め
の
一
布
石
で
あ
っ
た
ろ
う
。

資
経
は
頼
尚
1
1

直
冬
方
に
与
し

同
上
観
応
二
年

て
は
い
な
か
っ
た
と
み
え
、
尊
氏
か
ら
煕
功
の
賞
と
し
て
周
防
国
摂
津
左
近
大
夫
跡
羽
野
庄
地
頭
職
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
戸
i

月
晦
日
足
利

。
長
副
村
地
頭
職
の
給
付
も
、

尊
氏
下
-

文

案

]

註

(13)

代
数
を
中
心
に
宗
智
申
状
と
武
藤
系
図
と
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
み
る
と
、
頼
宗
と
資
時
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
頼
宗
は
吉
田
村
（
保
）

の
開
発
領
掌
者
で
あ
り
、
資
時
は
始
め
て
吉
田
を
姓
し
同
氏
の
事
実
上
の
始
祖
で
、
共
に
同
一
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
史
料
的
に
は
こ
れ
以
上
両
者

の
関
係
を
検
証
し
得
な
い
。

(14)

平
野
文
書
は
『
福
岡
県
史
料
』
第
十
輯
に
九
点
を
収
め
、
太
宰
管
内
志
豊
前
之
四
企
救
郡
の
条
に
も
一
部
引
載
し
て
い
る
。

史
研
究
施
設
に
そ
の
影
写
本
を
所
蔵
し
て
お
り
、
本
文
は
同
本
に
よ
っ
た
。

(15)
筑
後
鷹
尾
神
社
文
書
建
武
二
年
十
二
月
日
預
所
某
下
文
に
よ
る
と
、
筑
後
国
穎
高
別
符
田
吉
名
の
名
主
職
を
沙
弥
崇
観
に
返
付
す
る
よ
う
直
人
名

主
等
に
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
崇
観
と
豊
前
国
吉
田
保
の
崇
観
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
と
法
名
が
別
人
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
事
は
稀
で
は
な

い
か
ら
こ
の
場
合
も
断
定
は
で
き
な
い
が
、
も
し
同
一
人
と
す
れ
ば
、
崇
観
の
所
領
は
企
救
郡
吉
田
村
を
中
心
に
同
国
仲
津
郡
、
お
よ
び
筑
後
国
に
も

一
部
散
在
し
て
い
た
事
に
な
る
。

(16)
吉
田
村
（
保
）
の
相
伝
に
つ
い
て
も
武
藤
吉
田
氏
の
史
料
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
平
野
文
書
に
は
、
吉
田
保
竜
王
宮
・
八
幡
宮
・
氏
社
の
三
社
神

田
合
壱
町
参
段
を
安
堵
し
た
暦
応
三
季
十
月
日
周
防
介
書
下
、
吉
田
村
八
幡
宮
敷
地
塩
浜
に
関
す
る
貞
和
三
年
三
月
九
日
重
家
書
下
、
吉
田
庄
今
倉

元
（
名
力
）
を
竜
王
宮
に
寄
進
し
た
正
平
十
一
年
六
月
一
日
左
近
将
監
忠
広
寄
進
状
、
三
社
神
領
壱
町
七
段
廿
を
安
堵
し
た
永
徳
三
年
九
月
十
日
沙
弥

存
忠
・
沙
弥
昌
観
連
署
書
下
等
が
あ
る
。

な
い
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

九
州
大
学
九
州
文
化
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

肥
前
国
佐
嘉
郡
与
賀
庄
は
治
承
四
（
一
―
八
0
)

年
五
月
十
一
日
の
皇
嘉
門
院
臼
麟
麟
二
〗
麟
聖
仮
名
譲
状
に
よ

る
と
、
勝
金
剛
院
領
以
下
の
所
領
が
兼
実
の
長
子
良
通
に
譲
ら
れ
て
い
て
、
中
に
「
ひ
せ
ん
よ
か
」
が
あ
り
、
皇
嘉
門
院
領
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
文
治
四
（
一
―
八
八
）
年
、

か
ら
そ
の
末
女
で
四
条
天
皇
の
尚
侍
で
あ
る
尚
侍
殿
（
全
子
）
に
譲
ら
れ
て
い
る
。

二
十
三
日
こ
れ
を
そ
の
女
、
宜
秋
門
院
任
子
に
譲
っ
た
。
任
子
の
相
続
は
兼
実
の
孫
道
家
へ
の
相
伝
の
中
継
（
一
期
相
続
）
的
性
格
を
も
つ

竹
内
理
三
「
日
本
荘
園
史
」
第
）
。

も
の
で
あ
っ
た
ご
＋
講
日
本
歴
史
一
五
一
号

東
福
寺
文
書
之
一
、
九
号
建
長
二
(
―
二
五
0
)
年
十
一
月
日
の
藤
原
道
家
領
処
分
状
に
よ
れ
ば
、
宜
秋
門
院
領
肥
前
与
賀
庄
は
、
道
家

そ
の
庄
域
に
つ
い
て
は
、
『
荘
園
志
料
』
二
信
工

ー
、
佐
嘉
郡
与
賀
庄

閂
肥

良
通
が
死
去
す
る
と
、

前

国

直

(
1
7
)

入
江
文
書
文
和
二
年
十
一
月
六
日
田
原
正
暴
譲
状
に
よ
る
と
、
「
此
外
豊
前
国
吉
田
村
者
、
為
一
紙
御
下
文
内
雖
拝
領
、
被
下
将
軍
家
御
書
之

貞

間
、
避
与
松
浦
十
郎
左
衛
門
尉
持
畢
」
と
あ
り
、
大
友
家
文
書
録
に
は
年
次
を
欠
く
二
月
十
五
日
田
原
豊
前
守
貞
広
宛
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
が
あ

り
、
田
原
貞
広
に
松
浦
持
の
所
領
糠
前
吉
田
村
を
領
有
せ
し
め
て
い
る
。
貞
広
は
正
平
八
年
一
百
月
二
日
筑
前
鉗
摺
原
で
戦
死
し
て
い
る
か
ら
、
吉
田
村

は
最
初
松
浦
持
の
領
有
で
あ
っ
た
も
の
が
、
田
原
貞
広
に
移
り
、
貞
広
の
戦
死
に
伴
な
っ
て
直
貞
に
一
時
移
っ
て
い
た
も
の
が
、
再
び
松
浦
持
に
返
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
大
友
家
文
害
録
貞
治
二
年
七
月
十
二
日
足
利
義
詮
下
文
案
で
は
、
田
原
直
貞
に
そ
の
吉
田
村
の
特
所
と
し
て
豊
後
国
安
岐
郷
地
頭
職

を
宛
行
っ
て
い
る
。

(
1
8
)

太
宰
管
内
志
載
前
之
五
京
都
郡
苅
田
郷
所
収
宇
佐
郡
深
水
家
文
書
お
よ
ひ
『
大
分
県
史
料
』
③
宇
佐
湯
屋
文
書
に
建
武
三
年
八
月
十
三
日
の
三
条
直

義
（
県
史
料
は
「
真
度
直
義
」
と
す
る
）
感
状
案
を
収
め
て
お
り
、
こ
の
文
書
は
形
式
か
ら
い
っ
て
『
大
分
県
史
料
』
の
頭
注
が
い
う
よ
う
に
「
研
究
を
要
す

る
」
も
の
で
あ
る
が
、
宇
治
合
戦
の
際
に
軍
忠
を
致
し
た
豊
前
の
武
士
名
か
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
中
に
神
田
（
苅
田
）
一
族
が
あ
る
。
苅
田
の
土
碧
勢

力
と
し
て
苅
田
一
族
が
い
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
少
弐
氏
の
豊
前
支
配
は
、
宗
徒
の
家
人
饗
庭
氏
に
よ
る
在
地
勢
力
の
組
織
の
成
否
に
も
か
か
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
し
、
確
実
な
史
料
は
欠
く
け
れ
ど
も
、
苅
田
庄
に
根
拠
を
す
え
た
饗
庭
氏
が
苅
田
一
族
の
組
織
化
に
努
力
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
推
測
に
難

く
な
い
。

同
領
は
父
兼
実
が
管
領
し
、
兼
実
は
元
久
元
（
一
―

1
0
四
）
年
四
月
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「
今
郡
中
下
古
賀
、
飯
盛
、
田
中
、
高
太
郎
、
厘
外
、
相
応
諸
村
、
蓋
し
是
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。

河
上
神
社
文
書
正
応
五
(
―
二
九
二
）
年
八
月
十
六
日
河
上
宮
造
営
用
途
支
配
惣
田
数
注
文
に
よ
る
と
、

丁
、
与
賀
新
庄
六
百
丁
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
又
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
与
賀
庄
内
の
地
頭
と
思
し
き
与
賀
執
行
入
道
蓮
宗
が
同
荘
内

が
、
以
下
若
干
の
説
明
を
試
み
て
み
た
い
。

田
地
壱
町
の
神
用
毎
年
段
別
百
文
を
正
応
五
年
以
来
難
済
し
て
、
河
上
社
雑
掌
禅
勝
に
訴
え
ら
れ
、
鎮
西
探
題
北
条
英
時
か
ら
究
済
を
命
ぜ

ら
れ
て
い
る
（
芦
嗅
撃
雰
后
闘
）
。
鎌
倉
時
代
の
与
賀
庄
は
藤
原
家
領
で
、
河
上
神
社
が
領
家
的
立
場
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
南
北

朝
時
代
の
同
庄
領
家
に
関
す
る
史
料
は
あ
る
が
（
這
暉
繹
叡
繹
麟
畔
に
麟
釦
5
)
、
河
上
神
社
と
の
関
係
は
不
明
。

少
弐
氏
と
与
賀
庄
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
も
極
め
て
乏
少
な
史
料
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
十
分
な
事
は
言
え
な
い

正
平
六
(
-
三
五
一
）
年
十
二
月
、
足
利
義
詮
は
大
友
氏
時
に
勲
功
の
賞
と
し
て
、
少
弐
頼

尚
跡
の
肥
前
国
与
賀
庄
と
三
浦
介
跡
の
豊
後
国
高
田
庄
を
宛
行
っ
て
い
る
。
同
庄
と
少
弐
氏
と
の
関
係
を
語
る
史
料
と
し
て
は
、
文
書
年

次
の
上
か
ら
言
え
ば
こ
の
大
友
文
書
が
最
も
古
い
が
、
正
平
七
年
の
貞
経
の
本
領
注
文
に
載
せ
て
い
る
所
か
ら
す
れ
ば
、
頼
尚
の
父
貞
経

の
代
ま
で
遡
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

貞
和
七
(
-
三
五
一
）
年
正
月
、
大
宰
府
安
養
院
雑
掌
良
賢
は
、
筑
前
・
肥
前
内
の
当
知
行
散
在
寺
領
の
安
堵
の
下
文
を
請
う
て
、
同

正
月
二
十
三
日
足
利
直
冬
か
ら
安
堵
を
う
け
て
い
る
が
、
そ
の
散
在
寺
領
は
、
筑
前
国
夜
須
庄
内
小
田
村
、
同
栗
田
村
内
田
畠
八
町
、
同
国

新
開
村
、
肥
前
国
与
賀
庄
田
地
七
町
、
同
国
般
若
寺
田
畠
七
町
、
同
国
飯
田
村
田
畠
八
町
で
あ
る
（
亭
疇
鴻
護
這
）
。

夜
須
庄
は
尊
氏
が
貞
経
の
戦
死
を
悼
ん
で
安
養
院
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
安
養
院
は
武
藤
資
頼
が
そ
の
檀
越
で
あ
っ
た

寺
と
伝
え
（
霞
認
誌
呻
直
翠
請
息
‘
寺
領
も
少
弐
氏
代
々
の
寄
進
、
保
護
に
負
う
所
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
夜
須
庄
・
与
賀
庄
は
少

な
く
と
も
貞
経
の
本
領
の
内
で
あ
り
、
与
賀
庄
に
少
弐
氏
が
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
資
顆
以
降
貞
経
以
前
の
間
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
安
養
院
雑
掌
良
賢
が
寺
領
の
安
堵
を
直
冬

(11頼
尚
）
に
請
う
た
の
は
最
も
効
果
あ
る
措
置
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

与
賀
庄
に
対
す
る
少
弐
氏
本
宗
の
支
配
様
式
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
相
伝
と
所
領
規
模
に
つ
い
て
或
程
度
の
事
が
窺
え
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

庄
園
分
に
与
賀
本
庄
百
二
十
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

53
妙
恵

資
能
—
経
資
ー
盛
経
1

ー
貞
経

一
筑
後
守

|
（
資
信
）

（朝日）

但
馬
守

延
文
六
(
-
三
六
一
）
年
六
月
十
九
日
、
頼
尚
の
子
冬
資
は
、

筑
前
御
家
人
の
系
譜
を
引
く
同
国
早
良
郡
の
在
地
領
主
櫛
次
郎
に
与
賀

庄
内
田
地
五
町
を
給
分
と
し
て
宛
行
い
、
在
地
武
士
の
組
織
化
に
努
力
し
て
い
る
が
二
訓
ゞ
）
、

一
部
で
あ
っ
た
ろ
う
。

宇
佐
湯
屋
文
書
永
徳
一
一
(
-
三
八
二
）
年
五
月
三
十
日
の
少
弐
頼
興
（
頼
尚
の
孫
）
宛
行
状
写
に
よ
る
と
、
与
賀
庄
内
吉
岡
名
拾
弐
町
を
豊

前
国
下
毛
郡
深
水
庄
の
深
水
修
理
亮
に
給
分
と
し
て
宛
行
っ
て
お
り
、

貞
和
六
(
-
三
五
0
)
年
十
一
月
、
武
藤
久
保
太
郎
左
衛
門
尉
頼
貞
は
、

安
楽
寺
経
蔵
免
参
町
、
畠
地
屋
敷
等
の
頼
貞
重
代
相
伝
当
知
行
相
違
な
き
所
の
安
堵
を
請
う
て
、
同
十
二
月
十
三
日
足
利
直
冬
か
ら
安
堵

、
（
横
岳
家
文
書
、
『
佐
賀
県
史
料
マ

を
う
け
て
し
る
集
成
』
第
六
巻
一
六
四
頁

頼
貞
は
武
藤
系
図
、
尊
卑
分
脈
等
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
噸
二
直
戸
（
三
に
掲
出
す
る
経
清
（
横
岳
家
文
書
に
は
元

弘
三
年
十
月
十
五
日
尊
氏
証
判
武
藤
左
衛
門
次
郎
経
清
の
着
到
状
が
あ
る
）
の
子
頼
五
貞
で
あ
る
。

肥
前
国
与
賀
庄
内
真
富
名
五
町
三
段
三
丈
、

こ
れ
も
頼
興
が
貞
経
、
頼
尚
・
真
資
と
代
々
相
伝
し
た
与
賀
庄
内

の
地
を
宛
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
正
平
二
十
四
(
-
三
六
九
）
年
十
月
五
日
、
頼
尚
の
子
頼
澄
（
南
軍
）
は
、
天
長
地
久
当
家
繁

昌
を
祈
つ
て
、
河
上
社
燈
油
料
と
し
て
与
賀
庄
内
田
地
壱
町
余
を
寄
進
し
て
お
り
□
虹
幻

m)、
こ
れ
も
貞
経
・
頼
尚
を
経
て
頼
澄
に
相
伝

さ
れ
た
与
賀
庄
内
の
一
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
三
史
料
を
併
せ
て
迦
源
し
て
も
、
貞
経
ー
頼
尚
相
伝
の
本
領
与
賀
庄
の
規
模

が
、
決
し
て
少
規
模
で
は
な
か
っ
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
ま
た
、
与
賀
庄
に
は
少
弐
氏
本
宗
の
所
領
の
み
な
ら
ず
、
一
族
の
所
領
も

存
在
し
て
お
り
、
本
宗
と
の
関
係
お
よ
び
本
宗
の
所
職
に
つ
い
て
の
類
推
の
可
能
性
を
与
え
る
。

同
国
佐
嘉
郡
内

こ
の
土
地
は
少
弐
氏
本
宗
伝
来
の
本
領
の
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一
族
の
頼
貞
・
家
絆
が
与
賀

こ
こ
で
確
か
め
ら
れ
る
虫
柄
は
、
武
藤
頼
貞
が
本
宗
少
弐
仰
尚
の
「
い
と
こ
」
に
当
り
、
本
宗
の
所
領
内
、
或
い
は
そ
の
隣
接
地
に
玉
代

相
伝
当
知
行
の
田
地
屋
敷
等
を
有
し
、
観
応
擾
乱
の
余
波
を
う
け
て
、
九
州
で
も
各
領
主
問
の
一
族
分
裂
の
危
機
が
深
ま
っ
た
と
み
ら
れ

る
直
冬
の
下
向
後
も
、
頼
尚
方
と
し
て
直
冬
の
た
め
に
武
芸
の
勇
を
な
し
、
弓
箭
の
面
目
を
施
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
十
一
月
武
藤

久
保
小
次
郎
家
経
も
同
様
に
、
肥
前
国
佐
嘉
郡
末
永
名
内
横
大
町
壱
町
、
同
口
坪
壱
町
、
佐
嘉
郡
臼
河
崎
八
段
、
河
上
村
田
畠
屋
敷
、
与

賀
本
庄
内
惣
公
文
職
五
町
三
段
、
同
鎮
守
宮
免
田
E

四
町
弐
段

EEl皐
屋
敷
等
の
安
堵
を
請
い
、
十
二
月
十
三
日
直
冬
の
裏
書
証
判
を
得
て
い

ろ
。
家
経
に
つ
い
て
系
図
上
の
所
見
は
な
い
が
、
恐
ら
く
頼
貞
の
兄
弟
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
頼
貞
に
つ
い
て
述
べ
た
事
は
そ
の
ま
ま
家

経
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
ら
れ
る
。
頼
貞
・
家
経
が
佐
嘉
郡
与
賀
庄
お
よ
び
そ
の
近
隣
に
有
し
た
所
領
・
所
職
は
そ
の
父
経
清
に
出
づ
る

も
の
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
経
清
の
父
盛
経
に
も
遡
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
弐
氏
本
宗
盛
経
の
与
賀
庄
お
よ
ひ
そ
の
近
隣
に
有
し
た

所
領
・
所
職
が
、
本
宗
貞
経
系
、
お
よ
び
経
消
系
に
分
割
相
伝
さ
れ
た
と
み
て
よ
く
は
あ
る
ま
い
か
。

少
弐
氏
本
宗
の
与
賀
庄
に
所
有
し
に
所
領
・
所
職
の
実
体
に
つ
い
て
は
何
等
確
か
な
事
は
言
え
な
い
が
、

庄
内
に
重
代
相
伝
し
た
所
領
・
所
職
の
形
態
が
、
名
主
職
（
乃
至
地
頭
職
）
や
惣
公
文
職
等
荘
園
諸
職
を
含
み
、
庄
古
の
公
文
ら
を
支
配

し
て
い
た
事
か
ら
推
し
て
、
質
的
に
左
程
逼
庭
の
あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、
与
賀
庄
に
即
し
て
み
る
限
り
、
少
弐
氏
一
族

が
同
庄
内
に
相
寄
つ
て
、
伝
統
的
在
地
領
主
と
し
て
繁
延
し
、
同
地
域
に
所
領
を
有
す
る
本
宗
の
指
揮
下
に
、
統
一
あ
る
軍
事
行
動
を
と

ー
頻
賢
武
藤
孫
次
郎 馬

場
肥
削

守
、
次
郎

ー
（
経
貞
）

ー
（
経
清
）
ー
頼
貞

窪

次

郎

太

郎

左

衛

門

左

衛

門

ー
資
法
但
馬
権
守

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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鎌
食
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領

(ill添）

乱
の
直
前
迄
で
あ
る
。

2
、
三
根
郡
千
栗

諸
史
料
に
も
、
硯
在
の
管
見
の
範
囲
で
は
少
弐
氏
関
係
の
事
項
を
探
り
出
し
得
な
い
。

3
、
北
高
来
郡
伊
佐
早
庄
内
小
野
村
貞
和
六
年
四
月
―
―
十
一
日
、
足
利
直
冬
は
白
石
大
草
野
左
衛
門
四
郎
通
秀
に
宗
像
ヒ
郎
跡
同
庄

永
野
村
臼
福
久
名
一
二
十
町
と
共
に
同
庄
内
武
藤
盟
前
々
司
入
道
跡
十
五
山
を
宛
行
っ
て
い
る
可
釦
i

オ
）
。
武
腺
盟
前
々
司
入
逆
が
何
人
で
あ

る
か
そ
の
実
名
を
知
り
得
な
い
が
（
〗

J
[
”
〗
巳
、
こ
の
武
藤
氏
は
四
冬

1
1少
弐
頻
尚
と
対
抗
関
係
に
あ
り
、

ま
た
は
そ
の
跡
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

附
、
対
馬
島

肥
後
国
は
錬
倉
時
代
に
少
弐
氏
が
守
護
職
を
有
し
て
い
た
国
で
は
な
く
、
同
国
が
九
州
南
軍
の
拠
点
で
あ
る
所
か
ら
、
そ
の
戦
略
的
重

要
性
に
か
ん
が
み
、
建
武
年
間
少
弐
頼
尚
が
守
護
に
新
補
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
頼
尚
が
墓
府
方
の
肥
後
守
護
で
あ
っ
た
証
跡
は
、
観
応
擾

そ
の
間
の
肥
後
経
営
は
主
と
し
て
軍
事
的
な
南
軍
攻
撃
に
終
始
し
て
お
り
、
着
実
な
在
地
支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
感
が
な

五
、
肥

り
得
る
態
勢
に
あ
っ
た
事
は
察
知
で
き
る
。

後

国

佐
藤
進
一
博
十
が
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
弐
氏
は
対
馬
の
守
護
と
し
て
、
対
馬
全
島
を
―
つ
の
地
頭
職

（
「
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少

）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
た
の
で
そ
れ
に
譲
る
弐
氏
の
守
護
代
に
つ
い
て
」

ヽ
こ
「
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
。

と
し
て
所
有
し
て
し
↑
（
研
究
』
一
七
八
ー
九
頁

応
察
望
）
。
た
だ
、
頼
尚
が
国
街
職
の
一
っ
た
ろ
大
掠
職
を
峯
光
家
に
補
任
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
戸
麟
疇
暉
5
5這
亭
疇
[
/
疇

”w二[

下
）
、
少
弐
氏
1
1

宗
氏
に
と
つ
て
か
わ
ら
れ
ろ
以
前
の
阿
比
留
氏
の
在
庁
支
配
方
式
が
遡
源
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
推
考
さ
れ
、
ま
た
、

少
弐
氏
燃
阿
比
留
氏
の
支
配
方
式
を
踏
襲
し
て
守
謹
楕
力
の
内
容
と
し
、
錬
倉
時
代
か
ら
既
に
、

一
般
的
な
守
護
職
の
規
定
で
は
律
し
得

、
（
宗
家
御
判
物
写
与
良
郡
永
二
五
年
八
月
一
。

ら
れ
な
い
島
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
附
言
し
て
お
ぎ
た
し
十
九
H
家
馬
弥
四
郎
兄
盛
卸
書
下
参
照

同
村
の
本
主
と
し
て
同
人

貞
経
の
本
領
注
文
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
貞
経
の
資
経
に
対
す
る
譲
状
（
謬
麟
古
）
に
も
見
え
ず
、

そ
の
他
の
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明
ら
か
に
な
っ
た
。

玖
磨
郡
に
下
向
土
着
す
る
以
前
の
、

永
吉
庄
の
伝
領
関
係
が

い
で
も
な
い
が
、
広
汎
か
つ
継
続
的
軍
事
行
動
推
進
の
た
め
、
決
し
て
在
地
支
配
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

頼
尚
の
肥
後
守
護
代
饗
庭
宣
兼
の
事
蹟
を
み
る
と
、
在
地
領
主
の
一
元
的
土
地
所
有
の
連
動
方
向
を
む
し
ろ
封
助
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
軍
事
的
基
盤
強
化
の
た
め
に
吸
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
て
い
た
事
が
察
知
で
巻
る
（
鱈
疇
」
冨
二
夏
疇
｀
代
（

L臼
〗
疇
”
三
疇
”

24
号）。

頼
尚
の
肥
後
経
営
の
拠
点
は
同
国
玖
磨
郡
永
吉
庄
に
あ
っ
た
が
、
同
郡
に
は
鎌
倉
時
代
以
来
の
雄
族
相
良
氏
が
盤
居
し
て
お
り
、
相
良

氏
は
南
北
朝
内
乱
期
に
入
る
と
、
両
朝
に
分
属
し
て
抗
争
を
展
開
し
て
い
た
。
人
吉
庄
を
中
心
と
す
る
相
良
一
族
は
、
頼
広
を
は
じ
め
そ

の
多
く
は
北
朝
に
属
し
（
広
〗
麟
疇
〗
噂
亨
＜
宣
大
）
、
多
良
木
庄
を
中
心
と
す
る
相
良
一
族
は
、
経
頼
の
統
率
下
に
南
朝
に
属
し
、
人
吉
庄

の
祐
長
も
こ
の
経
頼
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

同
庄
に
つ
い
て
は
、
相
良
家
文
書
之
一
、
二
号
建
久
八
（
―
-
九
七
）
年
閏
六
月
日
の
肥
後
国
玖
磨
郡
田
数
領
主

る
。
同
文
書
の
編
者
は
「
或
ハ
疑
ヲ
挟
ム
ベ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
注
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
の
史
料
の
在
り
方
で
は
、
相
良
氏
が

相
良
一
色
に
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
な
い
同
郡
・
同
庄
の
状
態
を
窺
知
し
得
る
唯
一
っ
の
手
掛
り
で
あ
っ

た
。
し
か
る
に
最
近
熊
本
県
多
良
木
町
の
平
河
弘
氏
の
所
蔵
文
書
が
紹
介
さ
れ
（
疇
瓢
〗
〗
〗
麟
声
詞
旱
』
疇
疇
）
、

今
そ
の
詳
細
に
わ
た
る
余
裕
は
な
い
が
、
同
庄
は
平
家
没
官
領
で
鎌
倉
殿
御
領
と
な
っ
た
も
の
。
地
頭
井
び
に
名
主
職
は
同
地
の
開
発

一
六
）
年
の
肥
後
国
惣
図
田
帳
に
よ
る
と
同
庄
は
三
百
五
十
町
。

領
主
で
御
家
人
と
な
っ
た
良
峯
姓
平
河
氏
の
重
代
相
伝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
預
所
職
は
大
江
広
元
か
ら
外
孫
近
衛
中
将
実
春
を
経
て
、

弘
安
六
年
十
月
、
豊
前
々
司
景
資
が
こ
れ
を
得
て
い
る
。
勿
論
、
同
八
年
岩
門
合
戦
に
よ
る
滅
亡
迄
で
あ
る
（
鯛
文
疇
鱈
）
。
建
保
四
（
ニ
―

前
記
目
録
写
に
信
を
お
け
ば
、
そ
れ
以
来
十
九
年
の
間
に
五
十
町
の
増

加
を
み
た
こ
と
に
な
る
。
三
百
五
十
町
か
ら
の
預
所
職
得
分
は
決
し
て
寡
少
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

等
目
録
写
に
鎌
倉
殿
御
領
で
面
積
は
三
百
町
、

預
所
が
因
幡
大
夫
判
官
、
地
頭
は
良
峯
師
高
の
子
（
字
は
平
）
•
紀
平
次
と
記
載
し
て
い

ー
、
玖
磨
郡
永
吉
庄

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

ば
、
輿
国
元
(
-
三
四
0
)
年
二
月
、

佑
長

山
田
城
は
肥
後
北
軍
の
最
大
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
、

彦
次
郎
経
尚
で
あ
つ
に
。

と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

え
I
}
 
ダ
'＇
 

頼
尚
の
代
に
入
り
こ
の
地
に
相
当
堅
固
な
地
盤
を
築
き
得
た
縁

rtl
の
一
っ
が
、
短
期
間
と
は
い
え
、
景
資
の
預
面
職
支
配
に
あ
っ
た
こ

す
な
わ
ち
、
相
良
家
文
書
之
一
、

（平）

百
七
十
五
町
口
河
左
近
允
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
注
文
は
年
次
を
欠
く
が
、
頓
尚
と
対
抗
閃
係
に
あ
っ
た
鎮
四
骨

五
百
石
、
三
白
貫
、
頼
尚
跡

永
吉
庄
半
分

領
一
色
範
氏
の
配
分
と
し
て
「
頼
尚
跡
」
と
書
き

K
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
足
利
直
冬
が
九
州
に
下
向
し
て
頼
尚
が
こ
れ
に
合
休
し
た
観

応
丸
年
以
降
の
事
実
を
示
す
も
の
て
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
永
吉
庄
半
分
白
七
十
五
町
が
、
こ
他
の
回
復
地
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
宰
府
御

領
」
と
い
わ
れ
た
頼
尚
の
所
領
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
建
武
年
間
に
頼
尚
が
肥
餃
守
護
に
任
じ
る
と
同
叶
に
獲
得
し
た
守
護
領
で
あ
ろ
う
。

こ
の
守
設
領
の
経
営
は
勿
論
頼
尚
の
直
接
経
営
に
か
か
る
も
の
て
は
な
く
、
常
は
代
官
新
御
領
（
永
吉
）
平
六
入
直
家
昌
の
進
退
す
る

が
こ
れ
に
楯
籠
る
や
、

一
六
一
号
に
収
む
る
相
良
定
頓
升
一
族
筈
所
頑
注
文
に
相
良
足
頼
分
と
し
て
「
一
所
肥
後
国
玖
磨
耶

彼
は
肥
後
北
軍
の
軍
事
活
動
を
束
ね
る
も
の

南
北
両
軍
攻
防
の
焦
点
と
な
っ
て
激
し
い
奪
同
戦
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

南
軍
の
相
良
祐
長
・
闊
経
頼
は
頼
尚
代
官
の
循
籠
る
山
田
城
を
攻
め
て
こ
れ
を
陥
落
さ
せ
、

例
え

所
て
あ
り
、
肥
後
北
軍
の
活
動
は
、
た
め
に
こ
の
代
官
の
「
注
進
」
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、

（
以
下
、
主
と
し
て
、
相
良
家
文
骨
之
一
、
八
＿
一
号
相
良
定
頼
申
状
案
‘
I

0
)
。

で
あ
っ
た
八
号
和
艮
祐
長
軍
忠
状
案
、
一
―

1
0
号
悦
所
京
円
由
状
案
等
に
よ
る
。

頼
尚
軍
の
軍
事
拠
点
は
永
古
庄
に
築
営
さ
れ
た
山
日
城
で
、
当
城
に
は
頼
尚
の
代
官
が
常
備
し
、
情
況
に
応
じ
て
号
力
の
軍
勢
、

ば
税
所
宗
円
一
族
、
或
は
相
良
定
頓
の
親
類
・
苦
党
等
が
楯
籠
つ
て
防
備
・
防
戦
し
た
。
肥
後
北
軍
の
「
褐
手
大
将
」
は
頼
尚
の
甥
筑
後

そ
れ
を
ま
た
北
軍
の
筑
後
経
尚
か
強
襲
し
、
散
々
の
合
戦
を
と
げ
て
再
び
奪
回
す
る
な
ど
、
山
田
城
を
回
る
攻
防

同
文
書
一

0
二
号
．
）
。

に
は
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
―

I

0
1
二
号
等
併
照

筑
前
を
本
拠
と
す
る
肥
後
守
護
少
弐
頼
晋
が
南
北
朝
前
期
、
肥
後
経
営
に
一
応
の
成
功
を
収
め
て
い
る
の
は
、
頓
尚
の
側
に
即
し
て
言

え
ば
、
最
も
有
力
な
守
護
領
内
に
軍
事
拠
点
を
設
営
し
て
軍
事
活
動
を
展
開
し
だ
事
に
あ
る
が
、
注
日
す
べ
き
事
は
、
少
な
く
と
も
与
力
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頼
尚
は
康
永
三
(
-
三
四
四
）
年
三
月
八
日
、

ん
と
す
る
極
め
て
現
実
的
な
志
向
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
段
階
で
は
、
頼
尚
の
肥
後

経
営
は
、
守
護
領
経
営
、
軍
事
指
揮
を
通
じ
、
与
力
軍
勢
の
意
識
面
を
整
序
し
得
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

2
、
そ
の
他
肥
後
国
内
に
お
け
る
頼
尚
の
所
領
と
し
て
は
、
別
表
の
よ
う
に
山
鹿
郡
山
鹿
庄
（
醍
醐
寺
領
）
が
あ
り
、
尊
氏
が
勲
功

の
賞
と
し
て
樺
山
資
久
に
宛
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
頼
尚
の
同
庄
に
お
け
る
地
位
・
経
営
等
一
切
不
明
で
あ
る
。
た
だ
同
庄
内
に
山
鹿
城

を
築
営
し
て
肥
後
経
営
の
一
拠
点
に
し
て
い
た
事
が
判
明
す
る
位
で
あ
る
が
（
責
麟
只
疇
〗
麟
〗
馴
疇
い
応
）
、

ぼ
同
様
の
事
が
山
鹿
庄
ー
山
鹿
城
に
つ
い
て
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

肥
後
国
八
代
庄
（
錬
倉
時
代
藤
原
能
保
室
領
）
内
友
知
小
北
地
頭
職
を
阿
蘇
社
造
営
料
所
と

（
阿
蘇
文
書
康
永
三
年
三
月
八
日

し
て
預
け
置
き
、
同
じ
く
八
代
庄
内
法
適
寺
村
を
、
国
家
静
謳
、
府
街
繁
栄
を
祈
つ
て
寄
進
し
て
い
る
か
ら
少
弐
頼
尚
書
下
写
、
三
月
廿
日

喜
書
）
、
八
代
庄
に
も
何
ら
か
の
権
益
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

南
北
朝
時
代
の
守
護
権
限
の
一
っ
と
し
て
、
戴
所
地
を
一
時
の
恩
賞
と
し
て
武
士
に
預
け
置
く
限
定
的
土
地
給
与
権
が
あ
っ
た
が
、
頼

尚
の
肥
後
守
護
と
し
て
の
そ
れ
に
も
、
若
干
の
例
が
知
ら
れ
る
。

ヽ

ぷ
ノ

しヽ く
ん
こ
う
を
ハ
な
し
て
申
さ
す
へ
し
、

身
せ
は
き
物
ハ
、

の
軍
勢
に
対
し
て
は
、
軍
事
指
揮
の
面
、

お
よ
び
内
戦
遂
行
の
た
め
の
目
的
を
、
は
つ
恙
り
秩
序
付
け
て
い
た
事
で
あ
る
。

建
武
五
(
-
三
三
八
）
年
八
月
の
相
良
定
頼
申
状
案
に
は
（
国
凍
疇
二
疇
〗
こ
）
、
大
勢
の
南
軍
に
対
し
、
小
勢
を
一
一
分
し
、
親
類
・
若
党
を

山
田
城
に
籠
め
懺
い
て
散
々
の
防
戦
を
し
た
事
を
述
べ
、
「
是
併
云
奉
為
上
方
（
尊
氏
）
、
依
為
少
府
御
領
也
」
と
い
い
、

ま
た
同
様
の
事
を
述
べ
て
い
る
の
は
こ
の
事
を
明
証
す
る
も
の
で
あ
る
（
冨
叫
二
）
。

頼
尚
の
所
領
を
全
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
こ
の
意
識
は
、
尊
氏
ー
頼
尚
に
対
す
る
一
方
的
名
分
論
で
終
始
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。

鎌
倉
末
期
相
良
氏
の
惣
領
体
制
に
内
包
さ
れ
た
諸
矛
盾
と
そ
の
破
綻
を
、

「
か
せ
ん
な
ん
と
し
た
ら
ん
時
は
、

相
良
家
文
書
―
二
九
号
、
延
慶
一

さ
や
う
の
時
こ
そ
ひ
ろ
く
も
な
る
事
な
れ
」
丁
四
年
三
月
五
日
相
良
長
氏
置
文
と

動
乱
を
契
機
に
し
て
収
拾
し
、
そ
の
所
領
を
拡
大
せ

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

先
の
永
吉
庄
ー
山
田
城
と
ほ

即
ち
防
戦
の
忠
は
尊
氏
の
た
め
で
あ
り
、

か
つ
ま
た

税
所
宗
円
も

即
ち
、
詫
摩
郡
六
ヶ
庄
（
鎌
倉
時
代
長
講
堂
領
）
内
上
島
弁
房
義
公
井
彦
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

八
（
惟
頼
）

貞
和
三
(
-
三
四
七
）
年
九
月
、

）
規
模
の
広
大
さ
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、

相
良
家
文
書

(
―
二
八
号

解
で
き
な
い
。

と
関
係
が
あ
ろ
う
。

因
み
に
太
宰
府
神
社

頼
尚
の
八
代
庄
内
に
お
け
る
既
定
の
権
益
を
前
提
に
し
な
い
と
理

誓
兵
粗
料
所
と
し
て
宇
治
惟
時
に
預
け
（
印
闘
譴
疇
犀
亨
罰
）
、
肥
後
国
下
矢
部
村
を
同
じ
く
惟
時
に
預
け
て
い
る
旱
。

相
良
定
頼
に
肥
後
国
太
田
郷
萩
原
城
料
所
と
し
て
八
代
庄
内
百
余
町
の
地
を
預
け
懺
い
て
い
る
の
は
、

少
弐
氏
一
族
と
し
て
は
武
藤
豊
前
入
道
が
肥
後
国
益
城
郡
隈
牟
田
庄
（
鎌
倉
時
代
、
御
宇
多
院
領
↓
歓
喜
光
院
領
）
東
方
に
所
領
を
も
つ
て

(22) 

い
た
。
日
向
記
所
収
伊
東
文
書
貞
和
六
(
-
三
五
0
)
年
弐
月
廿
一
日
足
利
尊
氏
下
文
案
に
よ
る
と
、
武
藤
豊
前
守
人
道
跡
肥
前
国
杵
嶋

な
り
し
な
る
べ
し
、

三
分
一
百
森
拾
町
を
勲
功
の
賞
と
し
て
伊
東
氏
祐
に
宛
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
武
藤
盟
前
守
入
道
は
右
の
武
藤
豊
前
入
道
と
同
一
人
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
少
弐
氏
一
族
の
所
領
所
有
が
広
大
で
あ
る
事
を
証
し
て
い
る
。
大
鳥
居
文
書
文
和
三
(
-
三
五
四
）
年
十
二
月
十
七
日
一

色
範
氏
寄
進
状
に
み
え
る
、
筑
前
国
穂
波
郡
国
次
名
町

□田
地
拾
町
地
頭
職
の
所
有
者
で
あ
っ
た
武
藤
豊
前
五
郎
入
遥
興
恵
と
も
、
或
は

同
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
同
一
人
と
す
れ
ば
、
少
弐
氏
一
族
と
し
て
の
武
藤
豊
前
入
道
の
所
領
所
有
が
広
大
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
所
有
の
形
態
が
散
在
的
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る

(
3馴
疇
）
。

こ
の
外
、
武
藤
大
和
権
守
が
天
草
志
岐
浦
を
領
し
て
い
た
が
（
量
晴
亨
疇
鱈
麟
旱
疇
い
月
）
、
経
資
の
子
経
時
の
あ
と
が
親
経
・
経
秀
の
親

子
共
に
大
和
守
を
称
し
て
い
る
か
ら
二
皐
瞬
）
、
或
は
こ
の
系
統
の
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
頼
尚
与
同
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

少
弐
頼
尚
の
鎮
西
下
向
直
後
頃
と
思
わ
れ
る
建
武
五
(
-
三
三
八
）
年
三
月
、
南
宜
の
菊
池
武
軍
は
筑
後
に
打
出
て
弟
武
敏
に
会
し
、

武
藤
資
時
と
共
に
筑
後
石
垣
城
に
拠
っ
た
の
で
、
頼
尚
は
こ
れ
を
攻
め
て
い
る
が
、
少
弐
氏
の
一
族
と
思
わ
れ
る
武
藤
資
時
が
菊
池
軍
に

）
、
暦
応
二
(
-
三
三
九
）
年
十
二
月
資
時
は
菊
池
武
敏
と
共
に
蜂
起
し
、
幕
府
は
大
友

（
小
代
文
書
同
年
三
月
十
六
日
小
代
重
宗
軍
忠
状
、

あ
り
宗
家
御
判
物
帳
同
年
三
月
日
中
原
助
豊
軍
忠
状
等

氏
泰
に
一
族
並
び
に
肥
前
・
豊
後
の
軍
勢
を
率
い
て
こ
れ
を
討
た
せ
て
い
る

(
5
5
)。

こ
の
武
藤
資
時
に
関
し
て
『
征
西
将
軍
宮
譜
』
・
『
征
西
将
軍
宮
』
は
共
に
、
頼
尚
の
一
族
に
て
、
頼
尚
と
の
不
和
に
よ
り
、
宮
方
と

」

備
中
権
守
肥

と
推
定
し
て
い
る
。
武
藤
系
図
に
い
う
経
資
の
子
「
資
時
後
御
船
居
住
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の
在
地
領
主
の
政
治
的
昂
揚
を
大
い
に
刺
戟
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

文
書
観
応
三
（
一
三
五
二
）
年
二
月
日
安
楽
寺
領
注
進
目
録
に
「
筑
前
国
（
那
珂
郡
力
）
大
利
村
内
燈
油
田
資
時
跡
」
の
記
載
が
あ
る
。

の
資
時
が
同
一
人
と
す
れ
ば
、
南
北
朝
動
乱
に
よ
る
少
弐
氏
の
内
部
的
一
族
分
裂
以
前
の
資
時
の
所
領
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
武
藤

資
時
流
は
肥
後
益
城
郡
甘
木
庄
内
御
船
に
所
領
を
も
ち
御
船
城
に
拠
つ
て
い
た
。
早
く
か
ら
惣
領
支
配
に
対
し
て
独
立
的
で
あ
っ
た
と
み

え
、
地
縁
的
関
係
も
加
わ
っ
て
南
軍
の
菊
池
側
に
与
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

阿
蘇
文
書
（
正
平
三
年
）
二
月
十
五
日
宇
治
惟
時
宛
五
条
頼
元
書
状
写
に

意
満
足
候
reamJ」
と
あ
っ
て
、
菊
池
に
入
る
途
中
御
船
に
将
軍
宮
の
御
所
が
臨
時
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

の
重
要
拠
点
の
一
っ
で
あ
っ
た
。
殿
国
六
(
-
三
四
五
）
年
十
一
月
六
日
の
恵
良
惟
澄
軍
忠
状
写
（
国
噂
噂
O
J
t
直
）
に
よ
る
と
同
年
十
月
十
六

日
、
北
軍
の
少
弐
氏
一
族
筑
後
三
郎
が
こ
の
味
木
（
甘
木
）
庄
御
船
城
を
改
撃
し
て
い
る
。

資
時
お
よ
び
そ
の
系
統
は
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
宮
方
（
南
軍
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
永
和
三
(
-
三
七
七
）
年
八
月
十
二
日
肥
後
国
関

前
合
戦
で
北
軍
の
田
原
氏
能
は
三
舟
少
弐
二
郎
を
討
取
っ
て
今
川
了
俊
か
ら
感
状
を
得
て
い
る
。
―
―
一
舟
少
弐
二
郎
は
肥
後
御
船
居
住
の
資

入
江
文
書
永
和
三
年
八
月
）
。

時
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
ご
廿
一
日
今
川
了
俊
感
状

以
上
の
よ
う
に
、
少
弐
頼
尚
の
肥
後
に
お
け
る
所
領
の
経
営
、
お
よ
び
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
軍
事
行
動
は
極
め
て
活
澄
で
あ
り
、
肥
後

附
、
日
向
国

前
述
の
肥
後
国
永
吉
庄
に
引
い
た
相
良
家
文
書
年
月
日
欠
相
良
定
頼
井
一
族
等
所
領
注
文
に
「
一
所

引
田
弐
拾
町
頼
尚
跡
」
の
記
載
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
委
細
不
明
。

註

(
2
2
)

大
友
文
書
文
和
二
年
十
二
月
廿
五
日
足
利
尊
氏
御
判
下
文
、
こ
の
文
書
で
は
地
頭
職
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
文
書
貞
治
三
年
二
月
大
友
氏
時
当
知

行
所
領
所
職
注
進
状
で
は
「
肥
後
国
隈
牟
田
庄
預
所
職
託
奇
1
闊
」
と
預
所
職
に
な
っ
て
い
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

「
先
日
於
御
船
御
所
参
会
之
時
、

申
承
候
之
条
、

日
来
之
本

日
向
国
真
幸
院

同
地
は
肥
後
南
軍 こ
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錬
倉
・
出
北
朝
時
代
に
お
げ
る
少
弐
氏
の
所
頃
（
川
添
）

は
し
が
ぎ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
少
弐
氏
に
関
す
る
残
存
史
料
の
乏
少
さ
と
い
う
根
本
的
制
約
の
た
め
、
些
々
た
る
所
領
関
係
の
事
実
詔

識
に
も
、
多
く
の
推
訓
を
累
積
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
少
弐
氏
の
所
領
は
、
皿
翌
叫
武
藤
占
田
氏
・
肥
前
武
藤
久
保
氏
の
よ
う
な
、

若
干
の
ま
と
ま
り
あ
る
史
料
を
の
こ
す
一
部
の
庶
子
家
を
除
き
、
本
宗
以
下
殆
ん
ど
南
北
朝
時
代
の
政
恰
的
・
軍
事
的
対
立
者
側
の
史
料

に
現
わ
れ
る
「
跡
職
」
の
形
で
し
か
把
握
で
き
な
い
た
め
、
系
統
的
・
構
造
的
な
囲
岬
に
近
づ
苔
難
い
。
推
論
の
過
程
に
お
け
る
諭
証
ガ

怯
に
も
幾
多
の
問
屈
が
残
っ
て
い
ろ
し
、

た
段
階
に
立
つ
て
、

ま
た
確
実
な
史
料
の
出
玩
を
見
れ
は
過
誤
も
正
さ
れ
よ
う
が
、
以
在
本
文
に
お
い
て
検
討
し
得

い
く
ら
か
の
ま
と
め
と
展
望
を
試
み
て
お
き
た
い
。

い
、
少
弐
氏
の
所
領
の
基
幹
を
な
し
だ
資
煎
の
所
領
の
規
枝
・
梱
造
に
つ
い
て
は
不
朗
と
い
う
は
か
な
い
が
、
岩
門
少
訓
原
田
種
直
の

跡
、
筑
前
那
珂
東
郷
岩
凹
と
周
国
恰
土
那
原
田
庄
な
ど
一
三
千
七
白
町
」
を
抒
領
し
た
と
い
う
の
は
、
数
字
は
と
も
あ
れ
、
ほ
ぼ
信
じ
て

よ
い
よ
う
で
あ
ろ
（
戸
”
鱈
璧
只
認
噂
）
。
想
像
を
況
し
く
す
る
な
ら
ば
、
岩
門
は
原

FR
氏
の
軍
事
的
拠
点
、
原

1
庄
は
そ
の
経
済
的

基
盤
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
鋪
倉
中
末
期
恰
土
庄
な
ど
に
独
立
的
中
少
名
主
の
族
生
を
み
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
原
田
由
を
合
む
柏
上

郡
一
帯
は
、
竺
時
の
九
州
の
他
地
万
に
比
較
し
て
生
産
力
の
高
い
水
田
が
開
け
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

5
、
所
領
痙
得
の
機
会
と
し
て
は
、
他
氏
と
同
じ
く
、
諸
円
乱
お
よ
び
元
寇
な
ど
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
先
づ
第
一
に
、
資
頼

が
原
田
種
直
跡
の
平
家
没
官
銀
を
給
与
さ
れ
た
事
は
、
前
述
の
よ
う
に
ほ
ぼ
確
か
て
あ
る
。
平
氏
—
原
国
種
直
の
支
配
が
国
衡
磯
構
を
通

し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
、
種
直
跡
を
う
け
た
資
頼
の
所
領
に
は
公
領
の
比
車
が
相
当
大
き
か
っ
た
と
忍
わ
れ
る
が
、
そ
の
証

跡
は
発
見
で
送
な
い
。

註
筈
崎
八
幡
宮
所
蔵
油
座
古
文
書
い
ゴ
嘉
―
JG

―
-
（
ニ
―
1
0
四
）
年
八
月
一
一
日
少
弐
盛
経
袖
判
大
宰
府
守
設
所
卜
文
に
、
国
安
油
座
が
原
田
少
弐
椋
疸
入
道

没
官
の
跡
で
、
鎌
倉
殿
御
分
と
し
て
少
弐
氏
の
奉
行
す
る
所
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
本
文
書
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

ヽ
‘
‘

ナ
l
j

結
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文
治
五
（
―
-
八
九
）
年
の
奥
州
征
伐
（
奥
入
）
は
、
九
州
で
は
薩
摩
北
郷
弁
済
使
日
置
兼
秀
や
鹿
児
島
郡
司
藤
原
康
友
(
“
“
青
記
）
な

ど
、
所
領
給
与
の
実
例
が
あ
り
、
九
州
に
お
け
る
在
地
領
主
制
の
伸
展
に
一
時
期
を
劃
す
る
が
、
少
弐
氏
に
つ
い
て
は
、
武
藤
系
図
、
太

宰
少
弐
系
図
瓢
麟
量
讐
十
四
‘
歴
代
鎮
西
要
略
“
〗
[
〗
裏
、
北
肥
戦
誌
麟
〗
麟
/
”
弐
な
ど
後
世
の
緬
纂
物
は
、
資
頼
が
奥
入
の
功
に
よ

っ
て
出
羽
国
（
田
川
郡
）
大
泉
庄
□
幻
攣
）
を
得
た
と
し
て
い
る
。
正
確
な
実
証
を
得
な
い
が
、
平
氏
家
人
武
藤
小
次
郎
資
頼
が
頼
朝
の
「
厚

吾
妻
鏡
文
治
五
年
正
月
十

免
」
を
得
た
の
は
、
そ
の
故
実
の
力
も
さ
る
事
な
が
ら
、
奥
州
征
伐
が
既
に
日
程
に
上
つ
て
い
た
時
の
事
で
あ
り
ず
笠
口
条
、
な
お
同
六
月
州

同
上
文
治

（
五
年
十
二

日
条
参
照
）
、
翌
建
久
元
年
の
頼
朝
の
上
洛
に
資
頼
が
従
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
併
せ
れ
ば
、
奥
州
従
軍
お
よ
び
「
羽
州
地
下
管
領
」

月
六
＜
の
恩
賞
に
与
り
得
た
と
、
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
然
し
以
後
の
事
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

日
次
に
、
承
久
合
戦
に
お
け
る
肥
前
深
堀
氏
、
宝
治
合
戦
に
お
け
る
肥
後
相
良
氏
・
薩
摩
渋
谷
氏
の
よ
う
な
勲
功
賞
の
証
跡
は
見
出
し
得

な
い
。
よ
う
や
く
、
蒙
古
合
戦
お
よ
び
岩
門
合
戦
の
勲
功
賞
を
見
得
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
経
資
の
惣
領
権
の
確
立
を
み
た
よ
う
な
外
貌

を
と
る
け
れ
ど
も
、
少
弐
氏
一
族
全
体
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
一
族
内
部
の
血
で
血
を
洗
う
陶
汰
を
代
償
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
得
宗
進

出
に
対
す
る
一
歩
後
退
を
事
の
本
質
と
す
る
。

切
、
所
領
の
獲
得
に
お
い
て
、
在
地
領
主
か
ら
の
買
得
・
押
領
の
実
例
は
み
ら
れ
な
い
が
、
他
の
守
護
家
の
例
か
ら
推
し
て
十
分
予
想

さ
れ
る
。
譲
与
の
例
は
武
藤
覚
然
（
為
頼
）
の
宗
像
社
家
氏
忠
の
妻
、
宋
人
張
氏
に
お
け
る
猶
子
関
係
の
設
定
に
お
い
て
み
た
所
で
あ
り
、

こ
れ
は
大
友
庶
家
田
原
氏
と
豊
後
田
染
庄
の
地
頭
曽
網
崎
氏
と
の
猶
子
関
係
を
類
想
さ
せ
る
（
覆
鱈
麟
霞
エ
麟
“
[
繹
麟
馴

□麟
虹
汀
虹
嫡
）
。

①
、
守
護
勢
力
の
重
み
に
よ
っ
て
、
在
地
領
主
と
の
間
に
、
地
頭
ー
地
頭
代
の
関
係
を
範
型
と
す
る
封
建
関
係
の
設
定
が
行
な
わ
れ
た

事
は
右
の
武
藤
覚
然
の
場
合
か
ら
類
推
で
き
る
所
で
あ
る
が
、
少
弐
氏
が
対
馬
の
守
護
1
1

地
頭
と
し
て
、
守
護
代
1
1

地
頭
代
宗
氏
を
通
じ

て
そ
の
一
円
的
支
配
を
実
現
し
た
の
は
ー
宗
氏
の
島
主
支
配
へ
転
化
す
る
と
は
い
え
ー
、

島
津
両
氏
に
み
ら
れ
な
い
特
殊
例
で
あ
る
。

固
、
本
宗
お
よ
び
有
力
庶
家
所
有
の
所
領
は
広
大
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
地
域
的
に
は
散
在
所
領
で
あ
っ
て
、
大
友
、
島
津
両

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
つ
て
よ
く
、
大
友
、
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鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

は
、
頼
尚
の
代
に
至
り
、
単
独
相
続
制
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、

氏
と
逼
庭
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
、
少
弐
氏
の
惣
地
頭
職
に
関
す
る
直
接
の
史
料
は
無
い
。

広
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
庄
園
諸
職
、

の
対
抗
関
係
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
領
主
化
の
道
も
、

こ
と
に
小
地
頭
職
の
集
積
が
通
態
で
あ
り
、

お
の
お
の
の
型
に
規
定
さ
れ
て
多
様
で
あ
っ
た
。

そ
の
集
積
の
度
合
は
一
族
相
互

一
族
庶
子
の
在
地
領
主
化
の
動

向
が
史
料
的
に
検
証
で
き
る
の
は
承
久
年
間
か
ら
で
あ
り
、
武
藤
吉
田
氏
の
よ
う
に
元
寇
を
機
と
し
て
土
着
し
た
一
族
も
あ
る
が
、
少
弐

氏
一
族
の
多
く
は
元
寇
以
前
、
資
頼
の
下
向
後
程
を
経
な
い
う
ち
に
分
給
の
所
領
に
土
着
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

①
、
所
領
の
内
容
は
、
庄
・
郷
・
村
・
名
の
各
地
頭
職
な
ど
、
庄
郷
の
地
頭
職
を
主
と
し
、
預
所
職
・
公
文
職
な
ど
の
庄
園
諸
職
に
わ

た
っ
て
い
る
。
大
友
氏
の
豊
後
国
在
国
司
職
・
検
非
違
所
、
惣
追
捕
使
職
・
税
所
職
等
「
五
職
兼
帯
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
国
衛
諸
職
を

帯
し
て
い
た
証
跡
は
み
ら
れ
な
い
が
、
少
弐
氏
の
大
宰
府
機
構
に
占
め
た
地
位
か
ら
考
え
て
、
国
衛
諸
職
の
踏
襲
受
給
は
当
然
予
想
さ
れ

る
所
で
あ
る
。

m、
資
頼
以
降
貞
経
に
至
る
鎌
倉
時
代
の
間
、

も
、
鎌
倉
武
士
団
の
基
本
的
体
制
た
る
、
子
弟
を
分
封
し
散
在
所
領
を
支
配
す
る
と
い
う
惣
領
制
に
あ
っ
た
事
も
勿
論
で
あ
る
。
筑
前
宗

像
領
や
肥
前
与
賀
庄
の
場
合
の
よ
う
に
、
本
宗
の
近
く
に
一
族
庶
子
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
惣
領
支
配
体
制
に
よ
る
庶
子
の
領
主
化
を

一
族
支
配
の
体
制

示
す
も
の
で
あ
る
が
、
本
宗
各
代
に
つ
い
て
分
割
の
規
模
、
惣
領
支
配
の
実
態
を
具
さ
に
導
出
す
る
事
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
点
大
友
・

島
津
両
氏
と
の
構
造
差
の
比
較
は
容
易
で
な
い
。

少
弐
氏
本
宗
に
お
け
る
単
独
相
続
制
へ
の
移
行
の
問
題
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
大
友
氏
の
場
合
、
貞
宗
の
時
に
単
独
相
続
制
に
ふ
み
切
っ

月
）
、
少
弐
氏
の
場
合
も
単
独
相
続
制
の
方
向
を
と
っ
た
と
目
さ
れ
、

渡
辺
氏
i

て
い
る
が
冨
掲
論
文

貞
経
お
よ
び
頼
尚
の
代
の
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

弘
安
以
降
少
弐
氏
の
守
護
国
の
減
少
お
よ
び
そ
れ
に
伴
な
う
諸
権
益
の
減
少

権
力
機
構
の
再
編
強
化
を
み
（
一
部
庶
子
家
の
反
抗
を
捨
象
す
る
も
の
で
は
な

所
領
相
続
の
方
法
は
、

の
間
に
開
き
が
あ
っ
た
。
所
領
所
有
の
形
態
に
お
い
て
、
本
宗
、

そ
の
時
期
は
貞
宗
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
く
す
る

当
代
社
会
共
通
の
分
割
相
続
制
で
あ
り
。

一
族
の
間
極
め
て
多
様
で
あ
り
一
律
に
は
規
定
し
難
く
、
在
地
領
主
と

一
族
庶
家
の
所
領
は
、
中
に
は
一
部
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い
）
、
か
つ
て
の
大
宰
府
守
護
所
総
轄
者
た
る
の
栄
光
を
、
再
び
望
み
見
得
る
事
と
な
っ
た
。

対
立
を
深
化
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

⑱
、
鎌
倉
、
南
北
朝
時
代
の
少
弐
氏
の
重
要
な
経
済
的
基
盤
に
、
職
権
・
所
縁
に
即
し
た
対
外
貿
易
に
よ
る
利
益
追
求
、
そ
れ
に
基
づ

＜
銭
貨
流
通
面
の
把
握
な
ど
の
側
面
が
あ
り
、
土
地
と
得
分
に
婦
属
す
る
所
領
と
こ
の
点
を
不
可
分
に
把
握
し
て
少
弐
氏
の
領
国
支
配
の

構
造
を
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
、
以
上
の
所
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
弐
氏
の
所
領
経
営
を
「
惣
領
鎮
西
下
向
、
庶
子
配
分
」
の
支
配
方
式
と
す
る
瀬
野
精
一

郎
氏
の
見
解
は
、
基
本
的
・
原
初
的
（
鎌
倉
時
代
）
に
は
妥
当
な
見
解
と
い
え
る
（
正
隷
翌
悶
嗜
羞
疇
齢
）
。
少
弐
氏
一
族
の
筑
前

・
筑
後
・
豊
前
・
肥
前
・
肥
後
等
に
わ
た
る
、
広
汎
な
族
的
分
布
に
由
る
血
縁
関
係
の
稀
薄
化
、
所
領
の
分
散
性
に
荼
礎
付
け
ら
れ
た
分

布
地
域
で
の
在
地
領
主
と
し
て
の
お
の
お
の
の
独
自
的
発
展
は
、
少
弐
氏
本
宗
の
一
族
統
制
の
覇
絆
を
絶
ち
切
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

そ
の
危
機
は
岩
門
合
戦
で
第
一
次
の
激
発
を
み
、
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
南
北
両
朝
に
対
立
分
属
し
て
、
そ
の
族
的
分
裂
は
恒
久
化

し
、
九
州
探
題
・
幕
府
、
南
軍
（
宮
方
）
の
少
弐
氏
全
体
に
対
す
る
分
裂
攪
乱
の
政
策
を
一
層
有
利
な
も
の
に
し
た
。
少
弐
氏
の
「
職
」

支
配
に
対
す
る
依
存
度
の
強
さ
1
1
所
領
所
有
の
構
造
的
不
安
定
性
は
、
右
の
政
治
的
、
軍
事
的
危
機
と
契
入
し
合
っ
て
、
少
弐
氏
の
領
国

支
配
の
基
礎
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。

⑩
、
少
弐
氏
の
所
領
が
主
と
し
て
北
九
州
（
筑
前
）
に
集
中
し
て
い
る
事
は
、

お
お
ま
か
に
い
つ
て
、
北
九
州
の
庄
園
が
辺
境
型
に
属

す
る
南
九
州
庄
園
に
対
し
て
畿
内
型
に
属
す
る
庄
園
の
型
を
底
礎
と
し
て
い
る
た
め
（
虹
訥
”
年
」
「
江
”
知
繹
戌
輝
）
ー
こ
の
点
、
収
取
機
構
、

生
産
技
術
、
領
主
経
営
の
実
体
、
労
働
編
成
等
々
幾
多
の
比
較
検
討
を
必
要
と
す
る
が
ー
、
九
州
内
部
に
あ
っ
て
は
生
産
力
の
高
い
地
域

に
あ
る
事
を
意
味
し
て
い
る
。
庄
園
領
主
の
支
配
が
間
接
的
で
あ
る
事
、
東
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
に
強
固
な
族
的
結
合
を
も
つ

た
大
豪
族
の
存
在
を
み
な
い
事
、
元
寇
に
よ
る
幕
府
権
力
を
背
景
と
す
る
土
着
化
の
推
進
等
の
諸
事
情
と
相
ま
ち
、
北
九
州
に
散
在
所
住

し
て
い
る
一
族
の
封
建
領
主
化
へ
の
道
は
、
個
別
的
に
は
在
地
領
主
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
抗
関
係
を
経
る
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
南

録
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

然
し
そ
の
事
が
ひ
い
て
は
九
州
探
題
と
の

-l12-



鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
所
領
（
川
添
）

然
し
、

こ
の
よ
う
に
生
産
力
の
条
件
に
恵
ま
れ
、

没
落
し
去
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
ー
先
づ
、
少
弐
氏
の
行
政
官
僚
的
性
格
は
、

在
地
か
ら
遊
離
す
る
支
配
の
領
向
を
本
来
的
に
具
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
も
致
命
的
で
あ
っ
た
の
は
、
九
州
支
配
の
中
心
た
る

鎮
西
探
題
、

特
に
九
州
探
題
と
競
合
対
立
を
余
儀
な
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
位
罵
に
あ
り
、

が
九
州
探
題
今
川
了
俊
に
誘
殺
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
族
の
領
主
化
も
中
心
を
失
な
つ
て
、
い
よ
い
よ
孤
立
的
、
分
散
的
に
な

っ
た
。
在
地
領
主
の
被
官
化
工
作
の
諸
事
実
や
守
護
領
の
形
成
な
ど
、
守
護
大
名
へ
の
成
長
の
努
力
を
一
概
に
否
定
し
去
る
も
の
で
は
な

貿
易
の
利
（
鎌
倉
前
期
の
海
寇
禁
圧
を
て
こ
と
す
る
貿
易
権
の
把
持
か
ら
、
南
北
朝
時
代
に
入
っ
て
は
、
む
し
ろ
倭
寇
諸
勢
力
を
基
盤
に
ふ
ま
え

ょ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
に
過
重
に
依
存
し
て
い
た
事
は
、

い
た
。
室
町
、
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
大
内
氏
の
北
九
州
進
出
に
対
し
て
、
対
馬
宗
氏
を
背
景
に
、

つ
ま
る
所
は
帰
る
べ
き
巣
を
失
な
っ
た
渡
り
鳥
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
が
鎌
倉
、
南
北
朝
時
代
を
主
題
と
す

少
弐
氏
系
図

大
友
ー
景
重

ぶ

一

ー

璽

棋

能

成

(
0
下

略

）

ー

頼

澄

ー

氏

鶴

丸

ー
景
清
・
武
藤
ー
頼
平
ー
資
頼
ー
資
能
|
—
経
資
ー
盛
経
ー
貞
経
ー
頼
尚
ー
ー
冬
資
ー
頼
園

武
藤
一

―

―

 

ー

頼

高

ー

盛

資

ー

真

資

ー

ー

顆

興

ー
氏
平
ー
頼
茂
ー
景
頼
ー
頼
泰

ー
守
平

る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

（
昭
和
三
十
六
年
六
月
稿
、
同
四
十
年
八
月
補
訂
）

尊
卑
分
脈
、
藤
原
秀
郷
流
、
肩
書
・
）

（
尻
付
等
を
省
く

もヽ

し
ば
し
ば
内
陸
反
攻
を
試
み
な
が
ら

自
ら
の
地
道
な
守
護
大
名
へ
の
成
長
を
さ
ま
た
げ
る
側
面
を
併
有
し
て

ヽ
｀
＞
、

し
カ

九
州
の
場
合
の
よ
う
な
困
難
性
は
比
較
的
に
少
な
か
っ
た
ろ
う
。

結
局
、

か
つ
貿
易
の
利
を
追
求
す
る
条
件
に
も
恵
ま
れ
な
が
ら
、
大
友
、
島
津
よ
り
も
早
く

そ
の
所
領
所
有
の
構
造
的
不
安
定
性
と
相
ま
ち
、

永
和
元
(
-
三
七
五
）
年
本
宗
の
冬
資
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